
第１２回金沢市教育委員会定例会議 

１ 日 時：平成３０年１２月２６日（水） １０時００分～１１時３０分（予定） 

２ 場 所：金沢市庁舎 ２階 ２０１会議室 

３ 審議等 

 頁 

議案第２８号 金沢市教育委員会事務決裁規則及び金沢市教育委員会事務局の組織及び 

分掌事務規則の一部改正について   （教育総務課）・・・ １

議案第２９号 金沢市長土塀交流館条例施行規則の廃止について （生涯学習課）・・・１２

議案第３０号 金沢市立小学校児童通学区域及び金沢市立中学校生徒通学区域の一部改正に 

ついて  （教育総務課）・・・１４

議案第３１号 ２０１９年度 県費負担教職員人事の内申の基本方針（案）について 

  （学校職員課）・・・２９

議案第３２号 金沢市健康教育推進プラン２０１９について   （学校指導課）・・・３１

議案第３３号 金沢市伝統的建造物群保存地区保存審議会への諮問について 

 【非公開案件】（歴史都市推進課）・・・３３

報告第３２号 ２０１９年度金沢ベーシックカリキュラムの策定について 

  （学校指導課）・・・３５

その他 

（１）次回の定例会議の日程について



議案第２８号  

 

 

 

 

 

 

金沢市教育委員会事務決裁規則及び 
金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則の一部改正について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１２月２６日提出  

                          金沢市教育委員会  

                           教育長 野口 弘  
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金沢市教育委員会事務決裁規則及び金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規

則の一部改正について 

第８類第１章第２節 

 

改正理由 

金沢市長土塀交流館条例の廃止（平成30年度金沢市議会12月定例月議会上程）に伴い、

所要の改正を行う。 

 

改正内容 

長土塀交流館に関する規定の削除 

 

 

 

金沢市教育委員会事務決裁規則及び金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規

則の一部を改正する規則 

（金沢市教育委員会事務決裁規則の一部改正） 

第１条 金沢市教育委員会事務決裁規則（昭和60年教育委員会規則第８号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第２中 

 「 

 ２ 長土塀交流館の使用承認等   ◯   

を 

 ３ 学校施設の開放校に指定され

た小学校及び中学校の利用団体

の登録等 

  ◯   

 ４ 中央公民館の使用承認等    ◯  

 ５ キゴ山ふれあい研修センター

の使用承認等 

   ◯  

                                      」
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 「 

 ２ 学校施設の開放校に指定され

た小学校及び中学校の利用団体

の登録等 

  ◯   

に 
 ３ 中央公民館の使用承認等    ◯  

 ４ キゴ山ふれあい研修センター

の使用承認等 

   ◯  

                                      」 

改める。 

（金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則の一部改正） 

第２条 金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則（平成23年教育委員会規則第１

号）の一部を次のように改正する。 

第６条の表中 

 「 

  ５ 長土塀交流館に関する事項 

６ 部の所管事務で他課及び他係に属しない事項 
を 

  

」 

 「 

  ５ 部の所管事務で他課及び他係に属しない事項 に 

」 

改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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（第１条関係）金沢市教育委員会事務決裁規則（昭和60年教育委員会規則第８号）新旧対照表  

改正案 現 行 

第１条 金沢市教育委員会（以下「教育委員会」という。）における事務の決

裁については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

第１条 金沢市教育委員会（以下「教育委員会」という。）における事務の決

裁については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

第９条 教育次長、部長、課長等の専決事項は、別表第１及び別表第２のとお

りとする。 

第９条 教育次長、部長、課長等の専決事項は、別表第１及び別表第２のとお

りとする。 

２ 前項の場合において、共通専決事項の規定と個別専決事項の規定とが競合

するときは、個別専決事項の規定が優先するものとする。 

２ 前項の場合において、共通専決事項の規定と個別専決事項の規定とが競合

するときは、個別専決事項の規定が優先するものとする。 

別表第２（第９条関係） 別表第２（第９条関係） 

各部課個別専決事項 各部課個別専決事項 

部課名 専決事項 専決区分等 

教育

次長 

所管

部長 

所管

課長 

出先

機関

の長 

合議

課 

教育総

務課 

１ 臨時的任用職員（学校及び共

同調理場の臨時的任用職員を除

く。）の任免 

    ○     

２ 職員（学校及び共同調理場の

職員（以下「学校職員等」とい

う。）を除く。）の育児休業の

承認 

    ○     

３ 職員（学校職員等を除く。）

の育児短時間勤務の承認 

    ○     

４ 職員（学校職員等を除く。）

の部分休業の承認 

  ○   

５ 職員（学校職員等を除く。）  ○   

部課名 専決事項 専決区分等 

教育

次長 

所管

部長 

所管

課長 

出先

機関

の長 

合議

課 

教育総

務課 

１ 臨時的任用職員（学校及び共

同調理場の臨時的任用職員を除

く。）の任免 

    ○     

２ 職員（学校及び共同調理場の

職員（以下「学校職員等」とい

う。）を除く。）の育児休業の

承認 

    ○     

３ 職員（学校職員等を除く。）

の育児短時間勤務の承認 

    ○     

４ 職員（学校職員等を除く。）

の部分休業の承認 

  ○   

５ 職員（学校職員等を除く。）  ○   
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の自己啓発等休業の承認 

６ 職員（学校職員等を除く。）

の配偶者同行休業の承認 

  ○   

７ 職員（学校職員等を除く。）

の職務専念義務の免除 

  ○   

８ 職員（学校職員等を除く。）

の病気休暇、特別休暇、介護休

暇及び介護時間の承認 

  ○   

９ 職員（学校職員等を除く。）

の職務外職務の従事許可及び営

利企業等の従事又は経営の許可 

  ○   

10 職員証及び履歴の証明の発行   ○   

11 職員（学校職員等を除く。）

の欠勤の処理 

  ○   

12 職員（学校職員等を除く。）

の人事記録の整理 

  ○   

13 地方公務員法第38条の２第６

項第６号の規定に基づく承認

（離職した日に学校職員等であ

った者に係るものを除く。） 

  ○   

14 文書の収発記号の決定   ○   

15 小学校及び中学校の施設及び

設備の目的外使用の許可等 

  ○   

16 児童及び生徒の入学及び転学

に関すること。 

  ○   

17 児童及び生徒の就学の指定及

び区域外就学に関すること。 

  ○   

の自己啓発等休業の承認 

６ 職員（学校職員等を除く。）

の配偶者同行休業の承認 

  ○   

７ 職員（学校職員等を除く。）

の職務専念義務の免除 

  ○   

８ 職員（学校職員等を除く。）

の病気休暇、特別休暇、介護休

暇及び介護時間の承認 

  ○   

９ 職員（学校職員等を除く。）

の職務外職務の従事許可及び営

利企業等の従事又は経営の許可 

  ○   

10 職員証及び履歴の証明の発行   ○   

11 職員（学校職員等を除く。）

の欠勤の処理 

  ○   

12 職員（学校職員等を除く。）

の人事記録の整理 

  ○   

13 地方公務員法第38条の２第６

項第６号の規定に基づく承認

（離職した日に学校職員等であ

った者に係るものを除く。） 

  ○   

14 文書の収発記号の決定   ○   

15 小学校及び中学校の施設及び

設備の目的外使用の許可等 

  ○   

16 児童及び生徒の入学及び転学

に関すること。 

  ○   

17 児童及び生徒の就学の指定及

び区域外就学に関すること。 

  ○   
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学校職

員課 

１ 臨時的任用職員（学校及び共

同調理場の臨時的任用職員に限

る。）の任免 

    ○     

２ 学校職員等の育児休業の承認     ○     

３ 学校職員等の育児短時間勤務

の承認 

    ○     

４ 学校職員等の部分休業の承認   ○   

５ 学校職員等の自己啓発等休業

の承認 

  ○   

６ 学校職員等の配偶者同行休業

の承認 

  ○   

７ 学校職員等の職務専念義務の

免除 

  ○   

８ 学校職員等（小学校及び中学

校の職員並びに市立工業高等学

校の教職員を除く。）の病気休

暇、特別休暇、介護休暇及び介

護時間の承認 

  ○   

９ 学校職員等の職務外職務の従

事許可、営利企業等の従事又は

経営の許可並びに兼職及び他の

事業等の従事の承認 

  ○   

10 学校職員等（小学校及び中学

校の職員並びに市立工業高等学

校の教職員に限る。）の休暇（校

長以外の者にあっては、引き続

き７日以上にわたる場合に限

  ○   

学校職

員課 

１ 臨時的任用職員（学校及び共

同調理場の臨時的任用職員に限

る。）の任免 

    ○     

２ 学校職員等の育児休業の承認     ○     

３ 学校職員等の育児短時間勤務

の承認 

    ○     

４ 学校職員等の部分休業の承認   ○   

５ 学校職員等の自己啓発等休業

の承認 

  ○   

６ 学校職員等の配偶者同行休業

の承認 

  ○   

７ 学校職員等の職務専念義務の

免除 

  ○   

８ 学校職員等（小学校及び中学

校の職員並びに市立工業高等学

校の教職員を除く。）の病気休

暇、特別休暇、介護休暇及び介

護時間の承認 

  ○   

９ 学校職員等の職務外職務の従

事許可、営利企業等の従事又は

経営の許可並びに兼職及び他の

事業等の従事の承認 

  ○   

10 学校職員等（小学校及び中学

校の職員並びに市立工業高等学

校の教職員に限る。）の休暇（校

長以外の者にあっては、引き続

き７日以上にわたる場合に限

  ○   
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る。）の承認 

11 校長の県外出張命令又は３日

以上の県内出張命令の承認 

  ○   

12 学校職員等の欠勤の処理   ○   

13 学校職員等の人事記録等の整

理 

  ○   

14 学校職員等（県費負担教職員

に限る。）の休暇及び育児休業

に係る講師の任用の内申 

 ○    

15 学校職員等の健康診断に関す

ること。 

  ○   

16 地方公務員法第38条の２第６

項第６号の規定に基づく承認

（離職した日に学校職員等であ

った者に係るものに限る。） 

  ○   

学校指

導課 

１ 児童及び生徒の就学（就学の

指定及び区域外就学を除く。）

及び出席の督促に関すること。 

    ○     

２ 修学旅行の承認     ○     

３ 児童及び生徒の成績品の出品

に関すること。 

    ○     

４ 児童及び生徒の健康診断に関

すること。 

    ○     

生涯学

習課 

１ 青少年野外体験施設の使用承

認等 

    ○     

 （削る。） 

２ 学校施設の開放校に指定され    ○     

る。）の承認 

11 校長の県外出張命令又は３日

以上の県内出張命令の承認 

  ○   

12 学校職員等の欠勤の処理   ○   

13 学校職員等の人事記録等の整

理 

  ○   

14 学校職員等（県費負担教職員

に限る。）の休暇及び育児休業

に係る講師の任用の内申 

 ○    

15 学校職員等の健康診断に関す

ること。 

  ○   

16 地方公務員法第38条の２第６

項第６号の規定に基づく承認

（離職した日に学校職員等であ

った者に係るものに限る。） 

  ○   

学校指

導課 

１ 児童及び生徒の就学（就学の

指定及び区域外就学を除く。）

及び出席の督促に関すること。 

    ○     

２ 修学旅行の承認     ○     

３ 児童及び生徒の成績品の出品

に関すること。 

    ○     

４ 児童及び生徒の健康診断に関

すること。 

    ○     

生涯学

習課 

１ 青少年野外体験施設の使用承

認等 

    ○     

２ 長土塀交流館の使用承認等     ○     

３ 学校施設の開放校に指定され    ○     
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た小学校及び中学校の利用団体

の登録等 

３ 中央公民館の使用承認等       ○   

４ キゴ山ふれあい研修センター

の使用承認等 

   ○  

地域教

育セン

ター 

１ 地域教育センターの体育館の

使用承認等 

    ○     

２ 教育プラザ富樫の施設及び設

備の目的外使用の許可等 

    ○     

３ 学習用教材の使用承認等     ○     

４ 少年の補導の実施に関するこ

と。 

    ○     

研修相

談セン

ター 

１ 教職員及び保育職員の研修の

実施に関すること。 

    ○     

２ 教育資料の使用承認等     ○     
 

た小学校及び中学校の利用団体

の登録等 

４ 中央公民館の使用承認等       ○   

５ キゴ山ふれあい研修センター

の使用承認等 

   ○  

地域教

育セン

ター 

１ 地域教育センターの体育館の

使用承認等 

    ○     

２ 教育プラザ富樫の施設及び設

備の目的外使用の許可等 

    ○     

３ 学習用教材の使用承認等     ○     

４ 少年の補導の実施に関するこ

と。 

    ○     

研修相

談セン

ター 

１ 教職員及び保育職員の研修の

実施に関すること。 

    ○     

２ 教育資料の使用承認等     ○     
 

備考 備考 

１ この表に専決事項として定められていないものであっても、事案の内

容により専決することが適当であると類推できるものは、この表に準じ

て処理すること。 

１ この表に専決事項として定められていないものであっても、事案の内

容により専決することが適当であると類推できるものは、この表に準じ

て処理すること。 

２ 出先機関の長とは、中央公民館長及びキゴ山ふれあい研修センター所

長をいう。 

２ 出先機関の長とは、中央公民館長及びキゴ山ふれあい研修センター所

長をいう。 
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（第２条関係）金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則（平成23年教育委員会規則第１号）新旧対照表 

改正案 現 行 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 金沢市教育委員会事務局（以下「事務局」という。）の組織及び分掌

事務等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

第１条 金沢市教育委員会事務局（以下「事務局」という。）の組織及び分掌

事務等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

（生涯学習部の各課等の分掌事務） （生涯学習部の各課等の分掌事務） 

第６条 生涯学習部の各課等又は各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとす

る。 

第６条 生涯学習部の各課等又は各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとす

る。 

課等・係 分掌事務 

生涯学習

課 

企画庶務

係 

１ 生涯学習振興施策の企画立案に関する事項 

２ 生涯学習の情報の提供及び相談に関する事項 

３ 成人教育の推進に関する事項 

４ 社会教育委員に関する事項 

（削る。） 

５ 部の所管事務で他課及び他係に属しない事項 

地域教育

係 

１ 高齢者教育の推進に関する事項 

２ 女性教育の推進に関する事項 

３ 社会教育関係団体（青少年関係団体を除く。）

の育成及び指導に関する事項 

４ 地区公民館に関する事項 

５ 学校施設の開放に関する事項（学校施設の利用

の許可に関する事項を除く。） 

６ 市民憲章に関する事項 

青少年教

育係 

１ 青少年教育の推進に関する事項 

２ 青少年関係団体の育成及び指導に関する事項 

３ 青少年野外体験施設に関する事項 

課等・係 分掌事務 

生涯学習

課 

企画庶務

係 

１ 生涯学習振興施策の企画立案に関する事項 

２ 生涯学習の情報の提供及び相談に関する事項 

３ 成人教育の推進に関する事項 

４ 社会教育委員に関する事項 

５ 長土塀交流館に関する事項 

６ 部の所管事務で他課及び他係に属しない事項 

地域教育

係 

１ 高齢者教育の推進に関する事項 

２ 女性教育の推進に関する事項 

３ 社会教育関係団体（青少年関係団体を除く。）

の育成及び指導に関する事項 

４ 地区公民館に関する事項 

５ 学校施設の開放に関する事項（学校施設の利用

の許可に関する事項を除く。） 

６ 市民憲章に関する事項 

青少年教

育係 

１ 青少年教育の推進に関する事項 

２ 青少年関係団体の育成及び指導に関する事項 

３ 青少年野外体験施設に関する事項 
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家庭教育振興室 １ 家庭教育の振興に関する事項 

２ 学校教育と地域・家庭教育との連携に関する事

項 

市民交流施設整備

室 

１ 小学校跡地等における市民の生涯学習活動等

に資する交流拠点施設の整備に関する事項 

中央公民館 １ 成人教養講座の開催に関する事項 

２ 高齢者教育に関する事項 

３ 中央公民館の管理運営に関する事項 

キゴ山ふれあい研

修センター 

１ 里山における自然観察等の自然に親しむ学習

活動に関する事項 

２ 里山における人々の営み及び文化の体験的な

学習活動に関する事項 

３ 宇宙に関する科学的知見、宇宙の開発及び利用

を支える科学技術等に係る学習活動に関する事

項 

４ 天体観察室、プラネタリウム等の使用による天

文知識等の普及に関する事項 

５ 市民のスポーツ、レクリエーション、文化活動

等の振興に関する事項 

６ キゴ山ふれあい研修センターの管理運営に関

する事項 

図書館総

務課 

図書館総

務係 

１ 市立図書館の統括に関する事項 

２ 市立図書館の施策の総合的企画及び調整に関

する事項 

 玉川図書館 

泉野図書館 

玉川こども図書館 

１ 金沢市図書館規則に定める事項 

家庭教育振興室 １ 家庭教育の振興に関する事項 

２ 学校教育と地域・家庭教育との連携に関する事

項 

市民交流施設整備

室 

１ 小学校跡地等における市民の生涯学習活動等

に資する交流拠点施設の整備に関する事項 

中央公民館 １ 成人教養講座の開催に関する事項 

２ 高齢者教育に関する事項 

３ 中央公民館の管理運営に関する事項 

キゴ山ふれあい研

修センター 

１ 里山における自然観察等の自然に親しむ学習

活動に関する事項 

２ 里山における人々の営み及び文化の体験的な

学習活動に関する事項 

３ 宇宙に関する科学的知見、宇宙の開発及び利用

を支える科学技術等に係る学習活動に関する事

項 

４ 天体観察室、プラネタリウム等の使用による天

文知識等の普及に関する事項 

５ 市民のスポーツ、レクリエーション、文化活動

等の振興に関する事項 

６ キゴ山ふれあい研修センターの管理運営に関

する事項 

図書館総

務課 

図書館総

務係 

１ 市立図書館の統括に関する事項 

２ 市立図書館の施策の総合的企画及び調整に関

する事項 

 玉川図書館 

泉野図書館 

玉川こども図書館 

１ 金沢市図書館規則に定める事項 
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金沢海みらい図書

館 

金沢海みらい図書

館 
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議案第２９号  

 

 

 

 

 

 

金沢市長土塀交流館条例施行規則の廃止について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１２月２６日提出  

                          金沢市教育委員会  

                           教育長 野口 弘  

 

 

 

 

- 12 -



  

 

 

金沢市長土塀交流館条例施行規則の廃止について 

第８類第４章 

廃止理由 

金沢市長土塀交流館条例の廃止（平成30年度金沢市議会12月定例月議会上程）に伴い、

本規則を廃止する。 

 

 

 

金沢市長土塀交流館条例施行規則を廃止する規則 

金沢市長土塀交流館条例施行規則（平成５年教育委員会規則第３号）は、廃止する。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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議案第３０号  

 

 

 

 

 

金沢市立小学校児童通学区域及び金沢市立中学校生徒  
通学区域の一部改正について  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成３０年１２月２６日提出  

金 沢 市 教 育 委 員 会  

教育長  野口  弘  
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金沢市立小学校児童通学区域及び金沢市立中学校生徒通学区域の一部改正について  

 

 

１．新竪町小学校・菊川町小学校統合予定に伴う通学区域の変更  

 

改正内容  

新竪町小学校と菊川町小学校が統合して犀桜小学校となるため、新竪町小学校  

通学町と菊川町小学校通学町を合わせて犀桜小学校の通学区域とする。  

 

告示の改正が必要となる学校：新竪町小学校、菊川町小学校、城南中学校  

 変更時期：平成 31 年４月１日  

 

 

２．犀川小学校・東浅川小学校統合予定に伴う通学区域の変更 

 

改正内容  

犀川小学校と東浅川小学校が統合して犀川小学校となるため、犀川小学校通学

町と東浅川小学校通学町を合わせて犀川小学校の通学区域とする。  

 

告示の改正が必要となる学校：犀川小学校、東浅川小学校、犀生中学校  

 変更時期：平成 31 年４月１日  
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金沢市教育委員会告示第 号 

昭和56年教育委員会告示第５号（金沢市立小学校児童通学区域）の一部を次のように改

正し、平成31年４月１日から効力を有するものとします。 

平成30年 月 日 

金沢市教育委員会教育長 野口 弘   

表中 

「     

 新竪町小学校 広坂１丁目、広坂２丁目、柿木畠、上柿木畠、竪町（１

番地～41番地、83番地～122番地に限る。）、里見町、油車、

茨木町、下本多町５番丁、下本多町６番丁、鱗町、新竪

町３丁目、枝町、中川除町、川岸町、杉浦町、水溜町、

池田町（１番丁～４番丁に限る。）、池田町立丁、十三間

町、十三間町中丁、出羽町（１番～３番に限る。）、本多

町２丁目（１番～８番、９番13号～９番64号、11番１号

～11番17号、11番30号、11番31号、12番、13番、14番１

号～14番５号、14番13号～14番15号、15番１号～15番５

号、15番13号～15番16号、16番１号～16番12号、16番15

号～16番26号、17番～19番に限る。）、本多町３丁目、菊

川２丁目（１番１号、１番７号～１番19号、13番１号～

13番８号、13番22号、14番、15番、16番10号～16番19号

に限る。）、幸町（１番～７番、８番１号～８番17号、８

番32号、８番33号、９番15号～９番27号、10番１号～10

番７号、10番14号～10番28号、11番～17番、18番１号～

18番７号、18番９号～18番16号、19番１号～19番10号、

19番16号～19番20号、20番～29番、30番５号～30番19号

に限る。）、清川町（１番～５番、６番１号～６番13号、

６番15号～６番27号に限る。） 

 

を 

 菊川町小学校 笠舞２丁目（１番～５番、６番19号～６番21号、７番、

24番に限る。）、笠舞３丁目（１番～７番、８番28号～８

番37号、21番～23番に限る。）、城南１丁目（１番～23番

に限る。）、城南２丁目（１番～42番に限る。）、笠舞本町

１丁目（10番～16番に限る。）、笠舞本町２丁目（20番～

37番に限る。）、本多町１丁目（１番～11番、12番１号～

12番19号、13番８号～13番19号、14番、15番１号～15番

14号、15番30号～15番45号、16番～18番に限る。）、本多

町２丁目（９番２号～９番12号、９番65号～９番73号、

10番、11番18号～11番29号、14番６号～14番12号、15番

６号～15番12号、16番13号、16番14号に限る。）、菊川１

丁目、菊川２丁目（１番２号～１番６号、２番～12番、

13番９号～13番21号、16番１号～16番９号、16番20号～

16番25号、17番～32番に限る。）、幸町（８番18号～８番

31号、９番１号～９番14号、９番28号～９番31号、10番

８号～10番13号、18番８号、19番11号～19番15号、30番

１号～30番４号、30番20号に限る。）、清川町（７番～９

番、10番１号～10番22号、10番31号～10番46号に限る。）  

   」  
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「     

 犀桜小学校 広坂１丁目、広坂２丁目、柿木畠、上柿木畠、竪町（１

番地～41番地、83番地～122番地に限る。）、里見町、油車、

茨木町、下本多町５番丁、下本多町６番丁、鱗町、新竪

町３丁目、枝町、中川除町、川岸町、杉浦町、水溜町、

池田町（１番丁～４番丁に限る。）、池田町立丁、十三間

町、十三間町中丁、出羽町（１番～３番に限る。）、本多

町１丁目（１番～11番、12番１号～12番19号、13番８号

～13番19号、14番、15番１号～15番14号、15番30号～15

番45号、16番～18番に限る。）、本多町２丁目（９番１号、

９番74号を除く。）、本多町３丁目、菊川１丁目、菊川２

丁目、幸町、清川町（６番14号、10番23号～10番30号を

除く。）、笠舞２丁目（１番～５番、６番19号～６番21号、

７番、24番に限る。）、笠舞３丁目（１番～７番、８番28

号～８番37号、21番～23番に限る。）、城南１丁目（１番

～23番に限る。）、城南２丁目（１番～42番に限る。）、笠

舞本町１丁目（10番～16番に限る。）、笠舞本町２丁目（20

番～37番に限る。）  

に 

   」  

改め、同表犀川小学校の項中「見定町」の次に「、銚子町、上中町、浅川町、袋板屋町、

金川町、打尾町、平等本町、 如町、高池町、東荒屋町、朝加屋町、藤六町、七曲町、茅

原町、太陽が丘１丁目、太陽が丘２丁目（248番地～252番地に限る。）」を加え、同表東浅

川小学校の項を削る。 
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金沢市立小学校児童通学区域（昭和56年教育委員会告示第５号）新旧対照表 

改正案 現 行 

金沢市立小学校児童通学区域を次のように定める。 金沢市立小学校児童通学区域を次のように定める。 

なお、金沢市立小学校児童通学区域（昭和32年教育委員会告示第８号）は、

廃止する。 

なお、金沢市立小学校児童通学区域（昭和32年教育委員会告示第８号）は、

廃止する。 

小学校名 通学区域 

泉小学校 略 

中村町小学校 略 

十一屋小学校 笠舞町（ナの部に限る。）、若草町（４番～28番に限る。）、

清川町（10番23号～10番30号に限る。）、法島町、十一屋町（１

番～10番、11番７号～11番20号、12番６号～12番26号、13番～

16番に限る。）、平和町２丁目、大桑町（イ、ロ甲、ロ乙、ハ、

ム、ヰ、ノ、ク、ヤ、マ、上西欠、下西欠、平、中尾山、中平、

中の大平、上猫下、猫下、開、和、御所谷に限る。）、つつじ

が丘、野田町（中平ムに限る。）、西大桑町、平栗 

長坂台小学校 略 

泉野小学校 泉野町、泉野町１丁目、泉野町２丁目、泉野町４丁目（１番５

号～１番30号、２番～11番、16番～19番、22番14号～22番19

号に限る。）、泉野町５丁目、泉野町６丁目（１番～11番、1

2番３号～12番17号、13番、14番、15番１号～15番３号、15番1

2号～15番29号、15番34号～15番40号、16番、17番１号～17番

８号、17番43号、18番、19番11号～19番41号に限る。）、若草

町（１番～３番に限る。）、緑が丘、泉野出町１丁目、泉野出

町２丁目（３番～12番、19番～25番を除く。）、泉野出町３丁

目（２番、３番５号～３番29号、４番～16番に限る。）、清川

町（６番14号に限る。）、十一屋町（11番１号～11番６号、1

小学校名 通学区域 

泉小学校 略 

中村町小学校 略 

十一屋小学校 笠舞町（ナの部に限る。）、若草町（４番～28番に限る。）、

清川町（10番23号～10番30号に限る。）、法島町、十一屋町（１

番～10番、11番７号～11番20号、12番６号～12番26号、13番～

16番に限る。）、平和町２丁目、大桑町（イ、ロ甲、ロ乙、ハ、

ム、ヰ、ノ、ク、ヤ、マ、上西欠、下西欠、平、中尾山、中平、

中の大平、上猫下、猫下、開、和、御所谷に限る。）、つつじ

が丘、野田町（中平ムに限る。）、西大桑町、平栗 

長坂台小学校 略 

泉野小学校 泉野町、泉野町１丁目、泉野町２丁目、泉野町４丁目（１番５

号～１番30号、２番～11番、16番～19番、22番14号～22番19

号に限る。）、泉野町５丁目、泉野町６丁目（１番～11番、1

2番３号～12番17号、13番、14番、15番１号～15番３号、15番1

2号～15番29号、15番34号～15番40号、16番、17番１号～17番

８号、17番43号、18番、19番11号～19番41号に限る。）、若草

町（１番～３番に限る。）、緑が丘、泉野出町１丁目、泉野出

町２丁目（３番～12番、19番～25番を除く。）、泉野出町３丁

目（２番、３番５号～３番29号、４番～16番に限る。）、清川

町（６番14号に限る。）、十一屋町（11番１号～11番６号、1
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1番21号～11番33号、12番１号～12番５号、12番27号～12番33

号に限る。）、寺町１丁目、寺町２丁目、寺町３丁目、寺町４

丁目（１番20号～１番36号、２番～10番、11番１号、11番３号

～11番９号、12番１号～12番11号、12番26号～12番32号、13

番～17番に限る。）、寺町５丁目（２番１号～２番５号、２番

87号～２番90号に限る。） 

犀桜小学校 広坂１丁目、広坂２丁目、柿木畠、上柿木畠、竪町（１番地

～41番地、83番地～122番地に限る。）、里見町、油車、茨木

町、下本多町５番丁、下本多町６番丁、鱗町、新竪町３丁目、

枝町、中川除町、川岸町、杉浦町、水溜町、池田町（１番丁

～４番丁に限る。）、池田町立丁、十三間町、十三間町中丁、

出羽町（１番～３番に限る。）、本多町１丁目（１番～11番、

12番１号～12番19号、13番８号～13番19号、14番、15番１号

～15番14号、15番30号～15番45号、16番～18番に限る。）、

本多町２丁目（９番１号、９番74号を除く。）、本多町３丁

目、菊川１丁目、菊川２丁目、幸町、清川町（６番14号、10

番23号～10番30号を除く。）、笠舞２丁目（１番～５番、６

番19号～６番21号、７番、24番に限る。）、笠舞３丁目（１

番～７番、８番28号～８番37号、21番～23番に限る。）、城

南１丁目（１番～23番に限る。）、城南２丁目（１番～42番

に限る。）、笠舞本町１丁目（10番～16番に限る。）、笠舞

本町２丁目（20番～37番に限る。） 

 

 

 

1番21号～11番33号、12番１号～12番５号、12番27号～12番33

号に限る。）、寺町１丁目、寺町２丁目、寺町３丁目、寺町４

丁目（１番20号～１番36号、２番～10番、11番１号、11番３号

～11番９号、12番１号～12番11号、12番26号～12番32号、13

番～17番に限る。）、寺町５丁目（２番１号～２番５号、２番

87号～２番90号に限る。） 

新竪町小学校 広坂１丁目、広坂２丁目、柿木畠、上柿木畠、竪町（１番地

～41番地、83番地～122番地に限る。）、里見町、油車、茨木

町、下本多町５番丁、下本多町６番丁、鱗町、新竪町３丁目、

枝町、中川除町、川岸町、杉浦町、水溜町、池田町（１番丁

～４番丁に限る。）、池田町立丁、十三間町、十三間町中丁、

出羽町（１番～３番に限る。）、本多町２丁目（１番～８番、

９番13号～９番64号、11番１号～11番17号、11番30号、11番3

1号、12番、13番、14番１号～14番５号、14番13号～14番15号、

15番１号～15番５号、15番13号～15番16号、16番１号～16番1

2号、16番15号～16番26号、17番～19番に限る。）、本多町３

丁目、菊川２丁目（１番１号、１番７号～１番19号、13番１

号～13番８号、13番22号、14番、15番、16番10号～16番19号

に限る。）、幸町（１番～７番、８番１号～８番17号、８番3

2号、８番33号、９番15号～９番27号、10番１号～10番７号、

10番14号～10番28号、11番～17番、18番１号～18番７号、18

番９号～18番16号、19番１号～19番10号、19番16号～19番20

号、20番～29番、30番５号～30番19号に限る。）、清川町（１

番～５番、６番１号～６番13号、６番15号～６番27号に限る。） 
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小立野小学校 錦町、小立野１丁目、小立野２丁目、小立野３丁目（７番29

号～７番44号を除く。）、小立野４丁目、小立野５丁目、宝町

（７番17号～７番33号を除く。）、石引１丁目、石引２丁目、

石引３丁目、石引４丁目、下石引町、飛梅町、兼六町（１番１

号～１番６号に限る。）、出羽町（４番に限る。）、笠舞町（ワ

64番地、ワ65番地１～ワ65番地６に限る。）、笠舞１丁目（１

番～22番に限る。）、笠舞２丁目（６番１号～６番18号、６番

22号～６番33号、８番～23番、25番～37番に限る。）、笠舞３

丁目（８番１号～８番27号、８番38号～８番43号、９番～20

番に限る。）、本多町１丁目（12番20号～12番30号、13番１号

菊川町小学校 笠舞２丁目（１番～５番、６番19号～６番21号、７番、24番

に限る。）、笠舞３丁目（１番～７番、８番28号～８番37号、

21番～23番に限る。）、城南１丁目（１番～23番に限る。）、

城南２丁目（１番～42番に限る。）、笠舞本町１丁目（10番

～16番に限る。）、笠舞本町２丁目（20番～37番に限る。）、

本多町１丁目（１番～11番、12番１号～12番19号、13番８号

～13番19号、14番、15番１号～15番14号、15番30号～15番45

号、16番～18番に限る。）、本多町２丁目（９番２号～９番1

2号、９番65号～９番73号、10番、11番18号～11番29号、14番

６号～14番12号、15番６号～15番12号、16番13号、16番14号

に限る。）、菊川１丁目、菊川２丁目（１番２号～１番６号、

２番～12番、13番９号～13番21号、16番１号～16番９号、16

番20号～16番25号、17番～32番に限る。）、幸町（８番18号

～８番31号、９番１号～９番14号、９番28号～９番31号、10

番８号～10番13号、18番８号、19番11号～19番15号、30番１

号～30番４号、30番20号に限る。）、清川町（７番～９番、1

0番１号～10番22号、10番31号～10番46号に限る。） 

小立野小学校 錦町、小立野１丁目、小立野２丁目、小立野３丁目（７番29

号～７番44号を除く。）、小立野４丁目、小立野５丁目、宝町

（７番17号～７番33号を除く。）、石引１丁目、石引２丁目、

石引３丁目、石引４丁目、下石引町、飛梅町、兼六町（１番１

号～１番６号に限る。）、出羽町（４番に限る。）、笠舞町（ワ

64番地、ワ65番地１～ワ65番地６に限る。）、笠舞１丁目（１

番～22番に限る。）、笠舞２丁目（６番１号～６番18号、６番

22号～６番33号、８番～23番、25番～37番に限る。）、笠舞３

丁目（８番１号～８番27号、８番38号～８番43号、９番～20

番に限る。）、本多町１丁目（12番20号～12番30号、13番１号
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～13番７号、13番20号～13番26号、15番15号～15番29号に限

る。）、本多町２丁目（９番１号、９番74号に限る。）、上野

本町（丙の部に限る。） 

南小立野小学校 舘町、舘山町、土清水町、土清水１丁目、土清水２丁目、土清

水３丁目、涌波町、涌波１丁目、涌波２丁目、涌波３丁目、涌

波４丁目、三口新町、三口新町１丁目、三口新町２丁目、三口

新町３丁目、三口新町４丁目、花里町、上野本町（壬の部に限

る。）、小立野３丁目（７番29号～７番44号に限る。）、笠舞

町（ワ41番地～ワ43番地に限る。）、笠舞１丁目（23番に限る。）、

笠舞本町１丁目（１番～７番に限る。）、笠舞本町２丁目（１

番～12番に限る。）、城南１丁目（24番に限る。）、城南２丁

目（43番、44番に限る。）、大桑新町、大桑町（ト、チ、リ、

ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、ソ、ナ、ラ、ウ、ケ、テ、ア、ユ、

メ、シ、庚、レ甲、レ乙、ツ甲、ツ乙、ツ丙、オ乙、サ甲、サ

乙、小寺山、上野、下上野、中上野、鰈川淵、下葭島欠、西ノ

山、上川原、法師山、元涌波庚、坊山、鐘搗山、穴淵欠、元末

11に限る。）、大桑１丁目、大桑２丁目、大桑３丁目、永安町、

田上本町（元銚子口ソ41番地５～６、元銚子口ソ41番地８、元

銚子口ソ41番地10～11に限る。） 

兼六小学校 略 

中央小学校 下柿木畠、竪町（42番地～82番地に限る。）、大工町、片町１

丁目、片町２丁目、木倉町、香林坊１丁目、香林坊２丁目、高

岡町、武蔵町、上堤町、下堤町、博労町、青草町、上近江町、

下近江町、十間町、下松原町、西町３番丁、西町４番丁、西町

藪ノ内通、尾山町、南町、長町１丁目、長町２丁目、長町３丁

目、中央通町、長土塀１丁目、長土塀２丁目、長土塀３丁目、

三社町、昭和町（１番、２番、３番20号、５番８号～５番21

～13番７号、13番20号～13番26号、15番15号～15番29号に限

る。）、本多町２丁目（９番１号、９番74号に限る。）、上野

本町（丙の部に限る。） 

南小立野小学校 舘町、舘山町、土清水町、土清水１丁目、土清水２丁目、土清

水３丁目、涌波町、涌波１丁目、涌波２丁目、涌波３丁目、涌

波４丁目、三口新町、三口新町１丁目、三口新町２丁目、三口

新町３丁目、三口新町４丁目、花里町、上野本町（壬の部に限

る。）、小立野３丁目（７番29号～７番44号に限る。）、笠舞

町（ワ41番地～ワ43番地に限る。）、笠舞１丁目（23番に限る。）、

笠舞本町１丁目（１番～７番に限る。）、笠舞本町２丁目（１

番～12番に限る。）、城南１丁目（24番に限る。）、城南２丁

目（43番、44番に限る。）、大桑新町、大桑町（ト、チ、リ、

ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、ソ、ナ、ラ、ウ、ケ、テ、ア、ユ、

メ、シ、庚、レ甲、レ乙、ツ甲、ツ乙、ツ丙、オ乙、サ甲、サ

乙、小寺山、上野、下上野、中上野、鰈川淵、下葭島欠、西ノ

山、上川原、法師山、元涌波庚、坊山、鐘搗山、穴淵欠、元末

11に限る。）、大桑１丁目、大桑２丁目、大桑３丁目、永安町、

田上本町（元銚子口ソ41番地５～６、元銚子口ソ41番地８、元

銚子口ソ41番地10～11に限る。） 

兼六小学校 略 

中央小学校 下柿木畠、竪町（42番地～82番地に限る。）、大工町、片町１

丁目、片町２丁目、木倉町、香林坊１丁目、香林坊２丁目、高

岡町、武蔵町、上堤町、下堤町、博労町、青草町、上近江町、

下近江町、十間町、下松原町、西町３番丁、西町４番丁、西町

藪ノ内通、尾山町、南町、長町１丁目、長町２丁目、長町３丁

目、中央通町、長土塀１丁目、長土塀２丁目、長土塀３丁目、

三社町、昭和町（１番、２番、３番20号、５番８号～５番21
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号、６番１号～６番19号、６番21号～６番28号、11番19号～1

1番24号、13番３号～13番27号、13番33号～13番37号、14番～1

6番、20番、21番４号～21番17号に限る。）、芳斉１丁目、芳

斉２丁目、六枚町、玉川町、尾張町１丁目（１番１号～１番９

号、11番１号～11番６号、11番26号、11番27号に限る。）、尾

張町２丁目（１番～５番、６番53号～６番57号、７番１号～７

番６号、７番16号～７番18号、８番１号～８番７号に限る。）、

彦三町１丁目（１番、２番１号、２番18号～２番29号、４番１

号、４番２号、４番32号～４番39号に限る。）、彦三町２丁目

（２番１号～２番３号、２番17号～２番19号に限る。）、安江

町（１番１号～１番10号、１番32号～１番41号、11番２号～1

1番34号、12番３号～12番33号、13番３号～13番28号、14番１

号～14番５号、14番20号～14番23号、15番３号～15番６号に限

る。）、本町１丁目（１番、２番５号～２番46号、３番４号～

３番24号に限る。）、本町２丁目（１番～14番、18番１号～1

8番15号、18番31号、18番32号に限る。）、柳町、島田町、玉

井町、袋町、丸の内（４番、５番に限る。）、大手町（１番３

号～１番８号に限る。）、元菊町（１番～５番、６番６号～６

番15号、10番６号～10番14号、11番１号～11番４号、11番21

号、11番22号に限る。）、大和町（１番、２番、３番１号～３

番24号、３番36号～３番40号、４番、５番に限る。） 

長田町小学校 略 

内川小学校 略 

犀川小学校 末町、辰巳町、上辰巳町、水淵町、天池町、中戸町、大平沢町、

樫見町、平町、国見町、鴛原町、下鴛原町、相合谷町、城力町、

熊走町、寺津町、駒帰町、瀬領町、菅池町、娚杉町、二又新町、

倉谷町、日尾町、見定町、銚子町、上中町、浅川町、袋板屋町、

号、６番１号～６番19号、６番21号～６番28号、11番19号～1

1番24号、13番３号～13番27号、13番33号～13番37号、14番～1

6番、20番、21番４号～21番17号に限る。）、芳斉１丁目、芳

斉２丁目、六枚町、玉川町、尾張町１丁目（１番１号～１番９

号、11番１号～11番６号、11番26号、11番27号に限る。）、尾

張町２丁目（１番～５番、６番53号～６番57号、７番１号～７

番６号、７番16号～７番18号、８番１号～８番７号に限る。）、

彦三町１丁目（１番、２番１号、２番18号～２番29号、４番１

号、４番２号、４番32号～４番39号に限る。）、彦三町２丁目

（２番１号～２番３号、２番17号～２番19号に限る。）、安江

町（１番１号～１番10号、１番32号～１番41号、11番２号～1

1番34号、12番３号～12番33号、13番３号～13番28号、14番１

号～14番５号、14番20号～14番23号、15番３号～15番６号に限

る。）、本町１丁目（１番、２番５号～２番46号、３番４号～

３番24号に限る。）、本町２丁目（１番～14番、18番１号～1

8番15号、18番31号、18番32号に限る。）、柳町、島田町、玉

井町、袋町、丸の内（４番、５番に限る。）、大手町（１番３

号～１番８号に限る。）、元菊町（１番～５番、６番６号～６

番15号、10番６号～10番14号、11番１号～11番４号、11番21

号、11番22号に限る。）、大和町（１番、２番、３番１号～３

番24号、３番36号～３番40号、４番、５番に限る。） 

長田町小学校 略 

内川小学校 略 

犀川小学校 末町、辰巳町、上辰巳町、水淵町、天池町、中戸町、大平沢町、

樫見町、平町、国見町、鴛原町、下鴛原町、相合谷町、城力町、

熊走町、寺津町、駒帰町、瀬領町、菅池町、娚杉町、二又新町、

倉谷町、日尾町、見定町 
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金川町、打尾町、平等本町、蓮如町（ ）、高池町、東荒屋町、

朝加屋町、藤六町、七曲町、茅原町、太陽が丘１丁目、太陽

が丘２丁目（248番地～252番地に限る。） 

湯涌小学校 略 

田上小学校 田上町（リ53番地１、リ54番地～リ56番地、リ301番地、ヌ１

番地１、ヌ１番地４～ヌ１番地５、ヌ49番地２、ヌ49番地４、

ヌ51番地～ヌ54番地、ヌ64番地１、ヌ64番地４、ヌ65番地１、

ヌ68番地１、ヌ73番地１、ヌ75番地～ヌ94番地、ヲ76番地１、

ヲ76番地10、フ30番地を除く。）、田上１丁目、田上２丁目、

田上本町（元銚子口ソ41番地５～６、元銚子口ソ41番地８、元

銚子口ソ41番地10～11を除く。）、田上本町１丁目、田上本町

２丁目、田上本町３丁目、田上本町４丁目、田上新町、田上の

里１丁目、田上の里２丁目、田上さくら１丁目、田上さくら２

丁目、田上さくら３丁目（106番～107番、114番～123番、137

番～139番を除く。）、朝霧台１丁目、朝霧台２丁目、もりの

里１丁目（42番～48番に限る。）、角間町、太陽が丘２丁目（2

48番地～252番地を除く。）、太陽が丘３丁目、俵町、中山町、

戸室新保、戸室別所、小豆沢町、湯谷原町 

杜の里小学校 略 

医王山小学校 略 

（削る） 

 

 

 

 

森本小学校 略 

三谷小学校 略 
 

 

 

 

湯涌小学校 略 

田上小学校 田上町（リ53番地１、リ54番地～リ56番地、リ301番地、ヌ１

番地１、ヌ１番地４～ヌ１番地５、ヌ49番地２、ヌ49番地４、

ヌ51番地～ヌ54番地、ヌ64番地１、ヌ64番地４、ヌ65番地１、

ヌ68番地１、ヌ73番地１、ヌ75番地～ヌ94番地、ヲ76番地１、

ヲ76番地10、フ30番地を除く。）、田上１丁目、田上２丁目、

田上本町（元銚子口ソ41番地５～６、元銚子口ソ41番地８、元

銚子口ソ41番地10～11を除く。）、田上本町１丁目、田上本町

２丁目、田上本町３丁目、田上本町４丁目、田上新町、田上の

里１丁目、田上の里２丁目、田上さくら１丁目、田上さくら２

丁目、田上さくら３丁目（106番～107番、114番～123番、137

番～139番を除く。）、朝霧台１丁目、朝霧台２丁目、もりの

里１丁目（42番～48番に限る。）、角間町、太陽が丘２丁目（2

48番地～252番地を除く。）、太陽が丘３丁目、俵町、中山町、

戸室新保、戸室別所、小豆沢町、湯谷原町 

杜の里小学校 略 

医王山小学校 略 

東浅川小学校 銚子町、上中町、浅川町、袋板屋町、金川町、打尾町、平等

本町、蓮如町（ ）、高池町、東荒屋町、朝加屋町、藤六町、

七曲町、茅原町、太陽が丘１丁目、太陽が丘２丁目（248番地

～252番地に限る。） 

森本小学校 略 

三谷小学校 略 
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金沢市教育委員会告示第 号 

昭和56年教育委員会告示第６号（金沢市立中学校生徒通学区域）の一部を次のように改

正し、平成31年４月１日から効力を有するものとします。 

平成30年 月 日 

金沢市教育委員会教育長 野口 弘   

表城南中学校の項中「新竪町小学校通学町、菊川町小学校通学町」を「犀桜小学校通学

町」に改め、同表犀生中学校の項中「、東浅川小学校通学町」を削る。 
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金沢市立中学校生徒通学区域（昭和56年教育委員会告示第６号）新旧対照表 

改正案 現 行 

金沢市立中学校生徒通学区域を次のように定める。 金沢市立中学校生徒通学区域を次のように定める。 

なお、金沢市立中学校生徒通学区域（昭和31年教育委員会告示第12号）は、

廃止する。 

なお、金沢市立中学校生徒通学区域（昭和31年教育委員会告示第12号）は、

廃止する。 

中学校名 通学区域 

泉中学校 略 

清泉中学校 略 

野田中学校 略 

高尾台中学校 略 

城南中学校 犀桜小学校通学町           、南小立野小学校通

学町（永安町、涌波町、涌波１丁目、涌波２丁目、涌波３丁目、

涌波４丁目、花里町、三口新町、三口新町２丁目、三口新町４

丁目、笠舞本町１丁目、笠舞本町２丁目、城南１丁目、城南２

丁目、大桑新町、大桑町、大桑１丁目、大桑２丁目、大桑３丁

目に限る。） 

紫綿台中学校 略 

内川中学校 略 

犀生中学校 犀川小学校通学町           

医王山中学校 略 

芝原中学校 略 

森本中学校 略 
 

中学校名 通学区域 

泉中学校 略 

清泉中学校 略 

野田中学校 略 

高尾台中学校 略 

城南中学校 新竪町小学校通学町、菊川町小学校通学町、南小立野小学校通

学町（永安町、涌波町、涌波１丁目、涌波２丁目、涌波３丁目、

涌波４丁目、花里町、三口新町、三口新町２丁目、三口新町４

丁目、笠舞本町１丁目、笠舞本町２丁目、城南１丁目、城南２

丁目、大桑新町、大桑町、大桑１丁目、大桑２丁目、大桑３丁

目に限る。） 

紫綿台中学校 略 

内川中学校 略 

犀生中学校 犀川小学校通学町、東浅川小学校通学町 

医王山中学校 略 

芝原中学校 略 

森本中学校 略 
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平 成 30年 12月 5日

(2018年 )

金沢市教育委員会

教育長 野口 弘 様

金沢市立小学校及び中学校

通学区域審議会

会 長  西野 茂

通学区域の変更について (答 申)

平成 30年 10月 18日 付けで諮問のあった下記の件については、別紙のとおり答申

します。

1.新竪町小学校・菊川町小学校統合予定に伴 う通学区域の変更

2.犀川小学校 。東浅川小学校統合予定に伴 う通学区域の変更

記
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別紙１ 
 
今回諮問のあった新竪町小学校・菊川町小学校統合予定に伴う通学区域の 

変更について、慎重に審議した結果、下記のとおり諮問を妥当と認める。 
 

記 
 
 

１．通学区域 

新竪町小学校通学町と菊川町小学校通学町を合わせて、統合小学校の通学

区域とする。 

 

２．理由 

（１）統合により規模の適正化が図られ、教育環境が整えられること。 

（２）今回の統合に伴い新たに校舎を新築することで、児童の安全が確保され

るとともに、教育環境の向上が図られること。 
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別紙２ 
 
今回諮問のあった犀川小学校・東浅川小学校統合予定に伴う通学区域の変更

について、慎重に審議した結果、下記のとおり諮問を妥当と認める。 
 

記 
 
 

１．通学区域 

犀川小学校通学町と東浅川小学校通学町を合わせて、統合小学校の通学 

区域とする。 

 

２．理由 

統合により規模の適正化が図られることで東浅川小学校の複式学級が 

解消され、教育環境が整えられること。 

 
３．付記 

統合により通学距離が長くなることから、スクールバスの運行等、児童の

安全確保に努めること。 
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議案第３１号

２０１９年度 県費負担教職員人事の内申の基本方針（案）について

平成３０年１２月２６日提出

金沢市教育委員会

教育長 野口 弘
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2019年度 県費負担教職員人事の内申の基本方針（案）

金沢市教育委員会

児童生徒一人一人の豊かな人間性を育む教育、確かな学力を育む教育、健康や体

力を育む教育、ふるさと金沢の個性を生かした教育を推進するとともに、特別支援

教育の充実を図り、家庭、地域と連携したひとづくりに取り組むなど、信頼される

学校づくりをめざし、本市の教育施策を実現するために、以下の方針に基づき人事

異動の内申を行う。

（１）明日を切り拓くために大切な「心」と「力」を身につけた児童生徒の育成を

図るため、学校の実情を考慮した人事配置に努める。

（２）魅力ある学校づくりを推進するため、教職員の適性に応じた適材適所の

人事配置に努める。

（３）教職員が本務に専念するための時間の確保を推進し、学校教育の充実を図る

ため、学校が組織として機能する人事配置に努める。

（４）教職員が多様な経験ができるよう、校種間、教育行政との人事交流の促進に

努める。
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議案第３２号  

 

 

 

 

 

 

金沢市健康教育推進プラン２０１９について 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１２月２６日提出  

                          金沢市教育委員会  

                           教育長 野口 弘  
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金沢市健康教育推進プラン２０１９について 
 
１ 基本方針の概要 

(1) 基本的な考え方 
子供たちが健康的な行動や生活習慣を実践できるように教育的なサポート（健康

教育）と環境的なサポート（環境改善）を組み合わせて実施していく「ヘルスプロ
モーション」の理念を基本的な考え方とする。 

(2) 目指す子供の姿と目標 
「生涯にわたって健康や体力に関心を持ち、自ら進んで健康づくりや体力づくり

を実践できる子供」「自分や他者の生命や個性を尊重し合う子供」を目指す子供の
姿とします。 

(3) 取組の方向性 
・学校、家庭（地域）、行政が７つの重点的健康課題を共通理解し、連携・協働し
て取り組む。 

 ＜７つの重点的健康課題＞ 

心の健康（睡眠・生活リズム）    体力の増進    
けがの防止／病気の予防       食育        
歯・口の健康            性に関する指導（生命尊重） 
喫煙・飲酒・薬物乱用防止  

 ＜学校・家庭（地域）・行政の役割＞ 

  【学    校】 
・小中学校９年間を見通した健康教育全体計画及び年間指導計画を作成し、

小中連携の下、系統性を踏まえて段階的に指導します。 
・心の健康、食育、歯・口の健康、性に関する指導（生命尊重）についての

健康課題に対し、積極的に取り組む。          
・健康教育を充実するため、教職員のスキル向上に努める。 
・保護者に対し、健康教育の取組を周知したり、健康教育関連講座へ参加を

勧めるなど、健康づくりに関する働きかけを行う。 

  【家庭(地域)】 
・心の健康、食育、歯・口の健康、性に関する指導（生命尊重）、喫煙・飲
酒・薬物乱用防止についての健康課題に対し、積極的に取り組む。 

   ・健康手帳やリーフレット、健康に関する通信等を積極的に活用して、子供
と健康について話し合う。 

   ・学校の行事や健康教育関連講座等に関心を持ち、積極的に参加する。 

  【行    政】 
・心の健康、食育、歯・口の健康、性に関する指導（生命尊重）、喫煙・飲
酒・薬物乱用防止について、組織的な取組を強化する。 

・「金沢市歯と口の健康づくり推進条例」に基づき、歯と口の健康づくりを
推進する。 

・教職員の健康教育に関するスキル向上に努める。 
・健康教育推進の学校間差の解消に努める。 
・健康教育推進のための施策として、健康教育関連講座等を開催するなどし
て保護者の参加を促進する。 

           
２ 今後の取組 

・本プランの周知（冊子及び保護者向けリーフレットの配付、ホームページでの公開等） 
・健康教育マネジメント機能の向上を目指した保健主事連絡会等の実施 
・健康教育に関する教職員のスキル向上のための取組 
・健康教育推進校における公開研究発表会の開催 
・プランに沿った各種施策の充実（「保護者とともに取り組む受動喫煙防止講座」等） 
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議案第３３号 

 

 

 

 

 

 

金沢市伝統的建造物群保存地区保存審議会への諮問について 

【非公開案件】 

 

 

 

 

 

平成３０年１２月２６日提出 

                          金沢市文化スポーツ局 

                           局長 嶋浦 雄峰  
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報告第３２号  

 

 

 

 

 

 

２０１９年度金沢ベーシックカリキュラムの策定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１２月２６日提出  

                          金沢市教育委員会  

                           教育長 野口 弘  
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２０１９年度金沢ベーシックカリキュラムの策定について（概要） 

 

１ 策定の趣旨 

   金沢ベーシックカリキュラムは、全小・中学校の基準となる知・徳・体の調和のと  

れた特色ある教育課程であり、学習指導要領及び採択された教科書に対応した各教科  

の教育課程に加え、道徳教育、人権教育、健康教育の年間指導計画例を示している。   

２０１９年度より本市中学校で使用する「特別の教科 道徳」の教科書に対応した  

教育課程の基準を策定するとともに、次期学習指導要領の移行措置に対応した内容を  

省略・追加する。 

各学校においては、これを基準として、児童生徒の実態や地域の特色等を踏まえ、  

特色ある学習内容を加えて、学校独自の教育課程を編成・実施する。 

 

２ 新たに策定する教科 

   中学校「特別の教科 道徳」 

 

３ 策定内容 

  学年ごとに以下の内容を盛り込んだ「年間指導計画（例）」を作成する。 

  (1）番号、主題名、教材名、ページ、内容項目、指導時期（月） 

  (2) 目標 

   (3) 主な学習内容 

   (4) 金沢市の生徒を取り巻く現状に即した重点、指導上参考となること、関連する内容 
 ・いじめ、人権などの問題や情報モラルをはじめとする現代的な課題に向き合った

り、よりよく生きるために自己肯定感や自己有用感を高めたりすることなど、金
沢市の生徒を取り巻く現状に即して重点的に指導する内容について、○重として記
載している。 

○重いじめに向き合う   ○重人権の尊重   ○重情報モラル   ○重将来の夢や目標 
・教科書に掲載されている「学習の進め方」･「プラットホーム」（学びを広げ深め
るためのコラム）･「参考」の活用方法や、教材に興味を持たせるための指導の工
夫についてなど、指導上参考となることについては、○参として記載している。 

・「金沢子どもかがやき宣言」の宣言文や、いしかわ版道徳教材「ふるさとがはぐ
くむ道徳いしかわ」の内容と関連した指導ができることについては、○関 として記
載している。 

 

４  次期学習指導要領移行措置に対応した内容を省略・追加する教科 

   (1)小学校 

   国語科、社会科、算数科、理科、英語科 

  (2)中学校 

   国語科、社会科、数学科、理科、保健体育科 

 

５ 学校の取組 

  ・中学校「特別の教科 道徳」、移行措置に対応した内容を省略・追加した各教科の教

育課程について、本カリキュラム「特色ある学習内容」欄に、学校独自の学習内容等

を追加する。 
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金沢ベーシックカリキュラム 道徳科 １年（抜粋） 

 

月 時 目標 主な学習内容 特色ある学習内容 

４ １ １ 困難を乗り越える力 ～サッカーの漫画を描きたい～ p.6～13 

【Ａ－(4)】希望と勇気,克己と強い意志 

目標 主な学習内容 特色ある学習内容 

目標に向かって，希望と勇気

をもって着実にやり抜こうと

する実践意欲を育てる。 

・日常生活のほんの小さな目標であっても，それ

が達成できて満足した経験はないか思い出す。 

・きっかけは何であれ，将来の目標を決めた高橋

さんはどんな気持ちだったか考え,話し合う。 

・漫画家への道は順調に進んだのだろうか。 

◎漫画を描くうえでのさまざまな困難にも負け

ず，高橋さんはなぜ努力できたのか考え,話し合

う。 

・努力は簡単にできることだろうか。努力をする

ために大切なことについて考えたことをまとめ

る。 

○重 将来の夢や目標 

○参 教材について理解を深めるために「参考」にあ

る「世界にはばたく『キャプテン翼』を読む。 

○参 心を打つ言葉について考えるためにプラット

ホームの「君の心を打つ言葉」を読む。 

 

 

４ １ 
３ 言葉のもつ不思議な力 ～人のフリみて～ p.18～21   【Ｂ-(6)】思いやり，感謝 

目標 主な学習内容 特色ある学習内容 

日々の生活の中で自分を支え

てくれている多くの善意や思

いやりに気付き，自分の感謝

の気持ちを素直に表そうとす

る態度を育てる。 

・最近，誰かに「ありがとう。」と言った経験はあ

るか思い出す。 

・皆が「ありがとう。」と言うとき，どんな思いか

ら言っているのか考え,話し合う。 

・自分はお金を払っていて，相手も仕事であるの

に，わざわざ「ありがとう。」を伝えるのはなぜな

のか考え,話し合う。 

・自分に向けた「ありがとう。」ではないのに，筆

者が爽やかな気持ちになったり，まねしたいと思

ったりしたのはなぜなのか考え,話し合う。 

◎「ありがとう。」の言葉は，私たちにどんな不思

議な力を与えてくれるのか考え,話し合う。 

・「ありがとう。」の気持ちを家族などの周りの人

にどうやって伝えたらよいか考えたことをまと

める。 

○関 金沢子どもかがやき宣言五,六 

 

 

いじめ、人権などの問題や

情報モラルをはじめとする

現代的な課題に向き合った

り、よりよく生きるために

自己肯定感や自己有用感を

高めたりすることなど、金

沢市の生徒を取り巻く現状

に即して重点的に指導する

内容について，○重として記

載している。 

○重いじめに向き合う 

○重人権の尊重 

○重情報モラル 

○重将来の夢や目標 
 

教科書に掲載されて

いる「学習の進め方」

「プラットホーム」

「参考」の活用方法

や，教材に興味を持た

せるための指導の工

夫についてなど，指導

上参考となることに

ついては，○参として記

載している。 

「金沢子どもかがやき宣言」

の宣言文や，いしかわ版道徳

教材「ふるさとがはぐくむ道

徳いしかわ」の内容と関連し

た指導ができることについて

は，○関として記載している。 
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金沢市立小学校児童通学区域及び金沢市立中学校生徒  
通学区域の一部改正について  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



新竪町小学校区

菊川町小学校区

通学区域図１



通学区域図２

犀川小学校区

東浅川小学校区
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金沢市健康教育推進プラン２０１９ 

(案) 
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金沢市教育委員会 
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Ⅰ 「金沢市健康教育推進プラン２０１９」とは 

１ プラン見直しの背景 
近年、生活のあり方が多様化し情報が氾濫している現代において、子供達の健康な生活習慣の継

続や健康に関しての正しい情報の選択が困難になってきています。子供達は、自己肯定感・自己有

用感が得られず、自分の存在に価値や自信を持つことができないなどの心の健康問題も抱えていま

す。また、子供の体力については、全体としてはゆるやかな向上傾向が見られるものの、昭和 60

（1985）年代頃の水準と比較した場合、依然低い水準にあるほか、運動する子供とそうでない子供

の二極化傾向が見られることが指摘されています。さらに、子供の健康や安全に関しては、朝食を

欠食する児童生徒の割合が増加しているといった食習慣の乱れなど多様化する健康課題のほか、性

や薬物等に関する情報の入手が容易になったり、SNS、犯罪予告、国民保護等における対応等の新

たな安全上の課題も生じたりするなど、子供たちを取り巻く環境が大きく変化しています。2009

年 4月に施行された学校保健安全法には、安全配慮義務について提示されるなど、学校における安

全のあり方も問われています。 

このような子供を取り巻く背景の変化に伴い、金沢市では、子供の心と体の健康の保持増進を目

指し、2004年 3月に策定した「金沢市健康教育推進プラン」を 5 年毎に見直すこととしています。 

2014 年の改訂から計画期間の 5 年が経過する中、学校保健安全法施行規則が一部改正となり、健

康診断の項目等に一部変更がありました。また、金沢市においては、「学校におけるアレルギー対

応指針」の策定、「金沢市教育基本振興計画」に基づく「金沢型学校教育モデル」への健康教育の

位置付け、「金沢市歯と口の推進条例」の施行、さらに、新学習指導要領の実施を踏まえた「金沢

健康プラン 2018」及び「金沢子どもを育む行動計画 2018」が策定されました。 

これらの時代の変化を受け、本プランも時代に即した小・中学生の健康づくりの充実を図ること

を目的に見直しを行いました。 

 

 ２ プランの基本的な考え方と位置付け 

（１） プランの基本的な考え方 ～「ヘルスプロモーション」に基づいた健康づくり～ 

現在、健康づくりの考え方は世界保健機構（WHO）の 1986年オタワ宣言以降「ヘルスプロモー

ション」理念が提唱されています。「ヘルスプロモーション」とは、健康的な行動や生活習慣が

実践できるように教育的なサポート（健康教育）と環境的なサポート（環境改善）とを組み合わ

せて実施していくことが重要であるという考え方です。 

この健康づくりの考え方は「金沢健康プラン 2018」等の地域の健康プランのほか、学校教育

の中では 1997年保健体育審議会答申にも明記され、小学校では 2020年度、中学校では 2021年

度に全面実施される学習指導要領にも影響を与えています。 

そこで、今回の改訂においてもプランの基本的な考え方として、引き続き「ヘルスプロモーション」

に基づいた取組を充実し推進を図ることとしました。  
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（２）プランの位置付け 

金沢市では、子供の育成に関する施策を総合的、計画的に推進するために「子どもの幸せと健

やかな成長を図るための社会の役割に関する条例」が定められ、基本理念、子供の育成に関する

大人の責務、基本的な施策などについて規定されています。 

「金沢市健康教育推進プラン」は、第一次・二次・２０１４に引き続き、この条例の理念や条

例に基づき策定された「金沢子どもを育む行動計画 2018」を健康づくりの視点から具現化する

ため、小・中学生の心と体の健康づくりに特化し策定された総合的なプランです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
                                
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2009年～ 

金沢市健康教育推進プラン(第二次) 

2007年～ 

金沢市食育推進計画 

2008年～ 

金沢健康プラン２００８ 

2004年～ 

金沢市健康教育推進プラン（第一次） 

2003年 
健康増進法 

2000 年～ 
健康日本２１ 
2001 年～ 
健やか親子２１ 

金沢子ども条例 

子どもの幸せと健やかな成長を図るための 

社会の役割に関する条例（2012年 1月施行） 

平成１７年 
食育基本法 

小・中学生に特化した

具体的な健康づくり 

子供を育む施策 健康づくりの施策 

2008年～ 

金沢子どもを育む

行動計画（第二次）       

2003年～ 

金沢子どもを育む

行動計画 

2003年～ 
金沢健康プラン 

2011年～ 
新学習指導要領の実施 

2009年 
学校保健安全法 

2014年～ 

金沢市健康教育推進プラン２０１４   

2013年～ 

金沢子どもを育む

行動計画２０１３       2013年～ 
金沢健康プラン２０１３ 

2012年～ 
金沢市食育推進計画 
（第２次） 

2019年～ 

金沢市健康教育推進プラン２０１９   

2018年～ 
金沢子どもを育む
行動計画２０１８       

2017年～ 
金沢市食育推進計画 
（第３次） 

2018年～ 
金沢健康プラン２０１８ 

2018年～ 

新学習指導要領の実施 

2016年～ 

金沢型学校教育モデルの実践 

2015年 

学校におけるアレルギー対応指針 
2018年 

金沢市歯と口の

健康づくり推進

条例 
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３ プランの構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「７つの重点的健康課題」とは 

社会環境や生活環境の急激な変化に伴い、子供を取り巻く健康課題が多様化・複雑化・低 

年齢化している中で、子供が生涯にわたり健康を保持増進していくうえで、金沢市において 

は、学校・家庭（地域）・行政が、特に力を入れて取り組む健康課題を 7つ設定します。 

・心の健康（睡眠・生活リズム） 

・体力の増進 

・けがの防止／病気の予防 

・食育 

・歯・口の健康 

・性に関する指導（生命尊重） 

・喫煙・飲酒・薬物乱用防止 

 

 ※「行動計画」「行動指針」とは 

「行動計画」とは、学校及び行政が具体的に取り組む事項を指します。 

「行動指針」とは、家庭(地域)で具体的に行動する際の指針となる事項を指します。 

 

 

４ プランの期間 

プランの期間は、２０１９年度から２０２３年度までの５年間とします。 

  

子
供
を
取
り
巻
く
環
境
及
び 

 
 

４ 

子
供
の
健
康
の
現
状
と
課
題 

 

Ｐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

５ Ｐ 

基本理念 

   Ｐ５ 

基本目標 Ｐ５ 

取組の方向性 Ｐ７ 

７つの重点的健康課題における取組 

 行動計画・行動指針  Ｐ９ 

 

 

 

施 策 体 系 

目
指
す
子
供
の
姿 
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Ⅱ 子供を取り巻く環境及び子供の健康の現状と課題 

子供の健康については、子供自身の意識だけではなく、社会環境や家庭環境の急激な変化

も大きな影響を与えています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

家族形態の多様化 
・共働き世帯数の増加 
・子育てや家庭教育環境の変化 

情報の氾濫 
・インターネットや携帯電話、スマートフォン等の

普及 

・有害情報へのアクセス問題 
・ネットいじめ、ネット犯罪の問題 

交通手段の発達 
・歩く機会の減少 

学校以外での集団生活・地域とのつながりの希薄化 
・地域の大人・異年齢の子供達との交流の場や 

 自然体験の減少 

・伝統文化等を体験する機会の減少 

外食産業の発達と食品の安全性への関心 
・食生活の外部化（ファストフード店、コンビニエ

ンスストア、レトルト食品や冷凍食品） 
・食品の安全性の問題（薬品、異物等の混入、食中

毒等） 

 

遊び（仲間・空間・時間）の変化 
・遊び場・遊ぶ相手の減少 

・遊びの内容や遊び方の変化 

・テレビゲーム等の遊びの普及 

 

 

過保護・無関心の増加 
・保護者の価値観の多様化 

家庭の教育力の低下 
・生活スタイルの変化 
・基本的生活習慣やしつけに対する考え方の変化 
・生活習慣の確立が不十分 

食生活の多様化 
・外食・中食（弁当・惣菜等）の普及と食卓の変化 
・「こ」食（個、孤、子、小、固、濃、粉）の問題    

 

 
体力づくりの意識の低下 

・運動に消極的な子供の顕在化 
・生活体験や自然体験の機会の減少 
・運動する子、しない子の二極化 
 

社会環境の面から 大人の意識・行動面から 

感染症の脅威 

・感染症の流行、新型感染症の脅威 
モラルの低下 
・規範意識の希薄化 
 
 喫煙・飲酒・薬物乱用の問題 

・医薬品を手軽に入手できる環境 

・危険ドラッグの問題 

・薬物に対するモラルの低下 
 

 
・自尊感情の不足                ・コミュニケーション能力の低下 
・性に関する考え方の多様化           ・生活習慣や食生活の乱れ 
・体力、運動能力の二極化            ・けがの増加 
・情報メディアの急速な普及に伴う問題の増加   ・食物アレルギーの増加 

子供の健康の現状と課題 
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Ⅲ 目指す子供の姿 

   子供を取り巻く環境及び健康の現状と課題を踏まえて「目指す子供の姿」を次のとおり 

とします。 

子供が自らの健康課題を発見し、解決できる能力や資質を身に付けることが重要であり、 

子供を取り巻く現状を踏まえ、目指す子供の姿を明確にし、その達成を最終目標とします。 

 

 

   ・生涯にわたって健康や体力に関心を持ち、自ら進んで健康づくりや 

体力づくりを実践できる子供 

・自分や他者の生命や個性を尊重し合う子供 

 

 

Ⅳ 施策体系 

１ プランの基本理念・基本目標 

このプランにおいては、学校、家庭（地域）、行政が共通して取り組む子供の心と体の健康 

づくりの目指す基本理念を次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

上記基本理念のもと、自ら進んで健康づくりと安全な行動選択を実践する子供を育成するために

は、ヘルスプロモーションの考え方を基盤に、学校教育を核にして、家庭（地域）や行政において

も子供の心と体の健康づくりの視点に立った取組が必要となります。 

そのためには、子供の成長と健康づくりを支える学校、家庭（地域）、行政が、それぞれの役割を

果たし、子供の健康づくりのための環境の整備や相互の連携の確保に努めることが大切であり、大

人の責務として以下を基本目標とします。 

 
・健康教育の総合的・体系的な実施 

 
・子供の健康づくりを支える大人の意識改革 

 
・子供の健康づくりのための環境整備 

 
・学校、家庭（地域）、行政の連携強化・協働の推進 

元気 笑顔 子供を育むまち 金沢 
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 ヘルスプロモーション 

・生涯にわたって健康や体力に関心を持ち、 

 自ら進んで健康づくりや体力づくりを実践 

 できる子供 

・自分や他者の生命や個性を尊重し合う子供 

【施策体系のモデル図】 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

健康づくりを支える大人の意識改革  

 

 

 

 

 

  

 

 総合的・体系的な実施  
 

科学的な知識・社会的スキル 

心の健康（睡眠・生活リズム） 

体力の増進 

けがの防止／病気の予防 

食育 

歯・口の健康 

性に関する指導（生命尊重） 

飲酒・喫煙・薬物乱用防止 

 

 健康づくりのための環境整備  
 

安心・安全 

健康推進に関する各種計画の策定 

健康推進事業・運動の展開 

子供を温かく見守る環境 

運動具や遊具の安全点検・整備 

運動広場・遊び場の整備 

栄養バランスの取れた食事 

お酒・たばこ・薬物を入手させない環境 

等 

健康教育 環境改善 

 連携を強化して、子供の成長を支援、協働の推進  

元気 笑顔 

子供を育むまち 金沢 

学 校 家庭（地域） 

行 政 
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２ 取組の方向性 

 

子供の健康の現状と課題から、金沢市においては、以下の７つの重点的健康課題を 

共通理解して、学校・家庭（地域）・行政が連携して取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○健康教育を教育課程に位置付け、教育活動全体で取り組みます。 

○小中学校９年間を見通した健康教育全体計画及び年間指導計画を作成し、小中連携の下、系統性を

踏まえて段階的に指導します。 

○７つの重点的健康課題から、学校の実態に応じた優先課題を１つ以上選択し、実践力向上を目指し

て組織的に取り組みます。 

○心の健康、食育、歯・口の健康、性に関する指導（生命尊重）についての健康課題に対し、積極的

に取り組みます。 

○一人一人の体力の向上及び心身の健康の保持増進を促す教育課程を実践します。 

○体育・保健体育科の保健領域・分野の指導の充実を図ります。 

○保健主事は、健康教育のマネジメント機能の向上に努めます。 

○健康教育を充実するため、教職員のスキル向上に努めます。 

○児童生徒自らの健康づくりを促す教育環境の整備を行います。 

○健康手帳を積極的に活用し、児童生徒が自ら健康づくりに取り組むよう支援します。 

○各学校の優先課題を明確にして、家庭（地域）と連携しながら取り組みます。 

○保護者に対し、健康教育の取組を周知したり、健康教育関連講座への参加を勧めたりするなど、健

康づくりに関する働きかけを行います。 

○学校保健委員会の内容の充実、地域保健委員会などの活性化を図ります。 

体力の増進 

心の健康 

（睡眠・生活リズム） 

けがの防止／ 

病気の予防 

性に関する指導

（生命尊重） 

喫煙・飲酒 

薬物乱用防止 

食 育 

歯・口の 

健康 

学 校 
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○健康教育を推進するための「金沢市健康教育推進プラン２０１９」を策定します。 

○自律的な健康づくりを目指すために、「ヘルスプロモーション」の理念をさらに啓発します。 

○７つの重点的健康課題について、継続して取り組みます。 

＊各々の健康課題について、実践力の育成を強化します。 

＊「心の健康」「食育」「歯・口の健康」「性に関する指導（生命尊重）」「喫煙・飲酒・薬物乱

用防止」について、組織的な取組を強化します。 

○「金沢市歯と口の健康づくり推進条例」に基づき、歯と口の健康づくりを推進します。 

○保健主事（健康教育のマネージメント）研修の充実・強化を図ります。 

○教職員の健康教育に関するスキル向上に努めます。 

○健康教育推進の学校間差の解消に努めます。 

○学校の役割、家庭（地域）の役割を生かして連携します。 

○子供の健康づくりの啓発のために、行動計画・行動指針等を示したリーフレットを作成し、 

小・中学校及び保護者に配付します。 

○子供がより一層、自ら健康づくりに取り組むよう健康手帳の充実を図ります。 

○健康教育推進のための施策として、健康教育関連講座等を開催するなどして保護者の参加を促

進します。 

○子供の健康づくりに関する情報や各関係機関の取組情報を収集し提供します。 

○家庭を基盤として、子供の生涯に通じる健康な生活習慣を培います。 

○子供の心と体の健やかな成長に関心を持ち、望ましい生活リズムが整うように努めます。 

○子供との会話を大切にし、明るく和やかな家庭づくりに努めます。 

○親子のコミュニケーションを深めることにより、子供の心身の変化を早期に把握します。 

○心の健康、食育、歯・口の健康、性に関する指導（生命尊重）、喫煙・飲酒・薬物乱用防止につ

いての健康課題に対し、積極的に取り組みます。 

○体力づくりのため、子供と一緒に運動する機会を増やすように努めます。 

○親子で共に身体を使った遊びや運動に親しみ、運動のルールを身に付けます。 

○家庭の中で、それぞれが役割を持つことやルールをつくることを大切にします。 

○子供と喫煙・飲酒・薬物に関する法律などを守ることの意義について話し合います。 

○有害情報から子供を守るために、携帯電話等についてのルールづくりなど大人の責務を果たし

ます。 

○規則正しく、栄養バランスのとれた食生活を心がけます。 

○子供が自ら健康づくりに取り組み、基本的な生活習慣を身に付けるために、子供と共に取り組

む姿勢を大切にします。 

○健康手帳やリーフレット、健康に関する通信等を積極的に活用して、子供と健康について話し

合います。 

○学校の行事や健康教育関連講座等に関心を持ち、積極的に参加します。 

家庭（地域） 

行 政 
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◆心の健康 

（睡眠・生活リズム） 

Ⅴ ７つの重点的健康課題における取組 

 

 
 
 

心の健康について理解を深める 
授業づくりを工夫していますか。  

相談しやすい体制は整っていま 
すか。  

落ち着いて学習できるような環境 
になっていますか。  

保護者とともに健康づくりを進め 
ることができるよう啓発していま 
すか。 

 

目指す 

子供の姿 

 

・規則正しい生活が 

できる子供 

 

・自分を大切にし、 

他者を思いやることが 

できる子供 

 

・ストレス対処能力を 

身に付けることが 

できる子供 

 

・自分の考えや気持ちを 

効果的に相手に伝える 

ことができる子供 

 

・情報を正しく選択・ 

判断し、マナーを守る 

ことができる子供 

 

行動計画・行動指針 

学 

校 

心の教育の充実（発達段階に応じた学校全体での取組） 

学校内における相談活動の充実 

やすらぐことのできる学校環境の整備 

保護者に対する啓発活動の推進 

家 

庭
（
地 

域
） 

子供との会話やふれあいの充実 

規則正しい生活リズムの確立 

子供の心の変化についての早期発見・早期対応 

行 

政 

気軽に相談できる体制の充実 

保護者を対象とした子供の心を理解するための啓発活動の

充実 

いじめ、不登校、児童虐待、体罰等の防止に関する対策の充

実 

チェック チェック チェック チェック 
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子供を取り巻く現状（2017年度健康調査より 2012年度と比較して） 

大人の意識・行動 子供の実態 

○子供と「毎日会話をしている」割合 96.3%→96.3% 
△家族の中でルールや規則（役割や携帯電話、ス 

マートフォン、ゲーム機の使用、ＴＶ視聴時間等） 
を「決めていない」割合 5.3%→7.1% 

 

○１０時前に就寝する割合 39.1%→43.1% 

○７時前に起床する割合 79.3%→87.4% 

△学校で「いつも眠い」割合 11.2% 

△ストレスを感じた時にストレスを「なくすことが 

できる」割合 28.9%（男子 33.6% 女子 24.2%） 

 

具体的な取組例 
・心の健康について理解を深める授業づくりに努める。（道徳、体育・保健体育等） 

・多くの人との関わりにより、自分自身の心のコントロールの仕方等を学ぶことができるよう支援する。 

・個々に応じたストレスに対処する方法を学ぶことができるよう支援する。 

・情報モラルについて、カリキュラムをもとに発達段階に応じて指導する。 

・人権教育や性に関する指導（生命尊重）等との関連性を生かして指導する。 

・健康観察を組織的に行い、心身の様子等から問題の早期発見・早期対応に努める。 

・プライバシーの保護に配慮した相談室の環境づくり・相談体制の充実を図る。 

・不登校やその傾向が見られる場合には、早期に相談体制を整え、関係づくりと対応の充実を図る。 

・各専門機関との連携を強化する。 

・整理整頓の行き届いた清潔感のある学校環境となるよう整備する。 

・登校時の挨拶運動等、子供同士が協働し、関わり合いが深まるような場を設定する。 

・心の健康に関する講演会の開催や保護者が相談しやすい体制づくりの充実に努める。 

・子供の携帯電話・スマートフォン等の所有に係る心身への影響について啓発する。 

・子供の行動に関心を持ち、出来事・友達・学校のこと等を意識して声をかけるよう努める。 

・家庭や地域において「おはよう」「ただいま」「おかえり」「おやすみ」などの挨拶を積極的に交わす。 

・地域の活動に、進んで参加するよう努める。 

・パソコン・携帯電話・スマートフォン等のフィルタリングや使い方について、子供と積極的に話し合い、

ルールづくりをするよう努める。 

・インターネットや無料通信アプリの危険性について子供とともに理解を深め、子供の利用状況を把握す 

る。 

・家族みんなで、十分な睡眠をとり、早寝、早起き、朝ごはんを実践する。 

・子供の発達段階を踏まえ、習い事が過度にならないよう気を付ける。 

・メールやパソコン、ゲームをする時間、テレビをみる時間を家族で決める。 

・ネット依存にならないよう気を付ける。 

・子供が相談できる関係を育むよう、日頃からコミュニケーションを図る。 

・子供の様子・体の変化や発育測定・健康診断の結果に関心を持つ。 

・金沢市教育プラザ、金沢健康福祉財団の相談事業の啓発に努め、利用を促進する。 

・専門家による相談体制の充実を図る。 

・子供の心を理解するための講習会等の開催事業の充実、拡大を図る。 

・子供の心の健康に関連する図書、ＤＶＤ等の整備、充実を図り、利用を促進する。 

・インターネットや無料通信アプリの問題等について啓発する。 

・同じ悩みを持つ保護者間の意見交換の場を設定するよう努める。 

・相談員による定期的な家庭訪問等を含めた相談体制の確立を図る。 

・ネットや携帯メールの掲示板の監視、ブログ等の規制により、いじめの未然防止に努める。 

・専門家派遣事業の利用促進を図り、児童生徒の教育の充実、保護者への啓発を推進する。 

・教職員の研修の充実を図る。 

・いじめ１１０番、体罰１１０番などの相談先の周知、拡充を図る。 
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◆体力の増進 

 

 
 
 
 
 
 

運動の楽しさを味わうことのでき 
る指導の工夫をしていますか。  

個々の目標を設定し、達成感を味わ 
うことのできる指導の工夫をして 
いますか。 

 

楽しく体力づくりができる指導の 
工夫や環境づくりをしていますか。  

保護者とともに体力づくりができ 
るよう啓発していますか。  

目指す 

子供の姿 

 

・様々な運動に親しみ、 

進んで体を動かす 

ことができる子供 

 

・自分にあった体力づくり 

を継続して行うことが 

できる子供 

 

・進んで他者と共に 

遊びや運動を楽しむ 

ことができる子供 

 

 

行動計画・行動指針 

学 

校 

運動の楽しさを味わうことのできる授業づくりの工夫（発達段

階や系統性を考慮した指導内容、運動量を確保する取組） 

授業以外の時間を活用し、楽しく体力向上を図る工夫 

家 

庭
（
地 

域
） 

体力づくりの重要性の認識 

子供と一緒に体を動かす機会の増加と 

体を動かす楽しさの共有 

行 

政 

体力づくりのための啓発活動の推進 

遊びや運動ができる広場等の環境整備 

チェック 
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子供を取り巻く現状（2017年度健康調査より 2012年度と比較して） 

大人の意識・行動 子供の実態 

○子供に体を動かして遊んだり、運動をしたりす

るように普段から「よく働きかけている」割合 

31.9%→34.4% 

○子供と一緒に体を動かして遊んだり、運動をし

たりするように「よく心がけている」割合 

7.6%→9.2% 

○日ごろ、学校の授業以外で、自分の体を動かして 

遊んだり、運動したりすることを「毎日している」 

割合 38.9%→41.4% 

 

具体的な取組例 

・新体力テストの結果から、実態を把握し、体力・運動能力を高める授業づくりに努める。 

・運動の楽しさを味わうことができるよう指導の工夫をする。 

・運動への関心を高め、主体的に運動に取り組むことができるよう授業づくりを工夫する。 

・学校ごとに特徴ある運動を実践し、体育的行事の充実を図る。 

・新体力テストの結果等を活用し、個々の目標を設定する等、達成の喜びを味わうことができるよう指導

する。 

・休み時間等に、楽しく体力づくりができる場所を確保し、体力づくりの方法について啓発する。 

・一種目のスポーツだけでなく、複数のスポーツに親しむことができるよう指導を工夫する。 

・トレーニング方法を工夫し、継続的な活動を通して、部活動の充実を図る。 

・体力アップ１校１プランの評価を行い、現状に合わせた取組を行う。 

・朝食摂取やテレビの視聴時間等、普段の生活が体力づくりに関係があることを理解できるよう教える。 

・友達と一緒に外遊びができるよう支援する。 

・地域の体力づくりを図る活動に参加する。 

・子供と一緒に散歩、ラジオ体操、縄跳び等、簡単にできることから始める。 

・近距離の移動はできるだけ徒歩にし、階段を利用するよう努める。 

・休日等には、子供と一緒に体を動かす活動やスポーツに親しむ。 

・子供と一緒に体を動かしてコミュニケーションを深める。 

・夏休み期間のラジオ体操等に家族で積極的に参加する。 

・子供の体力・運動能力が向上する事業や指導者の研修の充実を図る。 

・新体力テストの実施により、各学校が結果を検証し、体力向上を目指し取り組むことができるよう指導

する。 

・大人と子供が一緒に参加できるスポーツチャレンジやイベントの開催を推進する。 

・ウォーキングやサイクリングの奨励、コースの紹介などの充実を図る。 

・ウォーキングコースやサイクリングコース等の環境整備を推進する。 

・広場の遊具等の充実に努める。 

・運動場を開放するとともに、スポーツや遊びの指導員の養成を推進する。 
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◆けがの防止／病気の予防 

  

 
 
 
 
 
 

傷病者発生時対応マニュアルを活 
用していますか。  

学習環境や運動用具等の点検をし、 
問題があれば速やかに改善してい 
ますか。 

 

けがや病気の予防のための指導の 
工夫をしていますか。  

けがや病気の予防ができるよう保 
護者に啓発していますか。  

目指す 

子供の姿 

 

・自他の危険を予測・回避 

することができる子供 

 

・けがや事故に遭ったとき

に適切な対処ができる 

子供 

 

・病気（感染症や熱中症等）

への予防行動ができる子

供 

 

・適切な生活リズムを 

身に付けることが 

できる子供 

 

 

行動計画・行動指針 

学 
校 

安全教育の充実（発達段階に応じた学校全体での取組） 

病気の予防の推進 

家 

庭
（
地 

域
） 

様々な遊びや活動の体験 

安全・安心に向けた環境づくり 

病気の理解と予防に向けた生活習慣の確立 

行 

政 

けがの防止／病気の予防に関する啓発活動の推進 

安全・安心に遊び、学ぶことのできる環境整備 

チェック 



 14 

子供を取り巻く現状（2017年度健康調査より 2012年度と比較して） 

大人の意識・行動 子供の実態 

△万一の災害や事故に備えての対応について「子供

とよく話し合っている」割合 10.3%→10.9% 

△登下校の安全に関わる行事に「よく参加している」

「どちらかといえば参加している」割合 44.6%

→40.7% 

○すり傷や切り傷などのけがをした時、自分で応急

手当が「できる」割合 56.0%→59.7% 

△咳エチケットを「説明できる」割合 16.6%→10.8% 

具体的な取組例 
・「傷病者発生時対応マニュアル」を活用し、緊急時の対応が適切にできる組織づくりを強化する。 
・危機管理マニュアルを見直し、実効性を高める。 
・運動前の準備運動の重要性を十分に認識することができるよう指導する。 
・交通安全に関し、繰り返し、学習の機会を設ける。 
・運動用具の点検を十分に行う。 
・事故や災害発生に伴う心のケアを充実する。 
＜小学校＞ ・学校内での事故防止のためのルールについて理解することができるよう指導する。 

・自転車の安全な乗り方(ヘルメット着用を含む)と通学路の正しい歩行について理解するこ
とができるよう指導する。 

・不審者に遭遇した時の対処の仕方について理解することができるよう指導する。 
・事故とけがの予防について理解して、行動することができるよう指導する。 
・けがの状況を速やかに把握し、簡単な手当をすることができるよう指導する。 

＜中学校＞ ・けがの予防と手当（止血や心肺蘇生法の方法など）について理解を深め、適切な行動を選
択することができるよう指導する。 

・自然災害の備えと対応、二次災害による傷害防止について理解することができるよう指導 
する。 

・学校薬剤師の指導のもと、学校環境衛生検査を実施し、学校環境を整備する。 
・病気の成り立ちを理解し、予防することができるよう指導する。 
・学校医や金沢市保健所の指導の下、感染症の流行状況や疾病の特徴などを把握し、予防及びまん延防止に
努める。 

＜小学校＞ ・健康に過ごすため、うがい・手洗い等の身体の清潔や生活リズムを整えることが必要であるこ
とを理解するよう指導する。 

・手洗い・マスク着用・咳エチケット等の病気の予防の基礎について理解するよう指導する。 
＜中学校＞ ・病気の成り立ちと予防について理解して、進んで予防することができるよう指導する。 
・自然の中で思い切り遊び、野外活動を体験できるよう心がける。 
・友達と屋外で遊ぶ習慣が身に付くよう働きかける。 
・大人が先回りして危険回避しすぎないよう心がける。 
・ヘルメット着用を含めた自転車の安全な利用や水泳・水遊び等、校外生活での事故防止について教える。 
・登下校時等、子供の安全を見守るボランティアに積極的に参加するよう努める。 
・ＡＥＤの使用を含めた心肺蘇生法についての救急講習会に参加するよう努める。 
・災害に備えた対応や命を守る行動について積極的に話し合う。 
・日頃から、手洗い・うがい・適切な食事や睡眠等により、身体の抵抗力を高める。 
・感染症や熱中症等の病気に対する予防行動、及び適切な生活リズムを習慣化するよう努める。 
・地域の感染症情報や気象情報等、病気につながる可能性のある情報の収集に努める。 
・感染症発生時には治療に努め、家庭で十分な休養をとるとともに、周囲への感染を予防する方法を教え、

実践する。（手洗い・マスク着用・咳エチケット等） 
・麻しん風しんなどの定期予防接種は、計画的に適切な時期に受け、病気を予防する。 
・けがの防止と手当に関する講習会や交通安全に関する講演会を開催し、その内容の充実を図る。 
・危機管理体制の充実を図るよう啓発する。 
・不審者情報等を発信し、学校が速やかに児童生徒の安全対策をとることができるようにする。 
・金沢健康福祉財団の貸出教材教具の整備、充実、及び活用促進を啓発する。 
・金沢市保健所や福祉健康センターと協力し、感染症に関する情報の早期把握、及び感染症の理解や予防
方法についての普及啓発を図る。 

・金沢市薬剤師会の協力による手洗い指導教室の充実を図る。 
・金沢市医師会と連携し、感染症や熱中症等に関する情報提供を迅速に行う。 
・予防接種を受けやすい環境の整備を図る。 
・金沢市薬剤師会と連携し、学校環境衛生検査を適切に実施し、学校環境衛生活動の充実を図る。 
・通学路、ウォーキングコースやサイクリングコースなどの安全点検・整備を行う。 
・広場の遊具などの安全点検・整備の充実を図る。 
・災害発生時の心のケアも含めた防災体制の充実を図る。 
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◆食 育 

 

 
 
 
 
 
 

栄養教諭と連携し、食に関する指導 
の工夫をしていますか。  

健康を保持するための食生活がで 
きるよう指導の工夫をしています 
か。 

 

食物アレルギーに対し、組織的な対 
応ができるよう体制づくりができ 
ていますか。 

 

食生活を充実することができるよ 
う保護者に啓発していますか。  

目指す 

子供の姿 

 

・一日３回の食事を 

規則正しく摂ることがで

きる子供 

 

・栄養バランスを考え、 

適切な量の食事を摂るこ

とができる子供 

 

 

行動計画・行動指針 

学 
校 

食育の充実（発達段階に応じた給食指導や家庭科をはじめと 

した各教科、特別活動などによる学校全体での取組） 

思春期における間違ったダイエット志向の危険性の周知 

家 

庭
（
地 

域
） 

一日三食の規則正しい生活リズム 

家族一緒の楽しい食事 

栄養バランスのとれた食事・適切な間食 

手作りの家庭の味 

行 

政 

食に関する啓発活動の推進 

学校給食環境の整備 

チェック 
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子供を取り巻く現状（2017年度健康調査等より 2012年度と比較して） 

大人の意識・行動 子供の実態 

△朝食を一人きりで食べることのないように「よ

く心がけている」割合 59.1%→54.4% 

△朝食を食べて登校するように「よく心がけてい

る」割合 90.4%→84.8% 

○食事を残すことが「ない」割合 30.4%→35.6% 

○ゲームをしたり、テレビを見たりしながらお菓子

などを食べ続けていることが「ない」割合 

22.3%→29.2% 

具体的な取組例 

・食に関する年間指導計画等を作成し、実践する。 

・栄養教諭、学校栄養職員を活用したチームティーチングによる指導を行う。 

・給食をしっかり噛んで食べることができるよう指導する。 

・食物アレルギー対応指針に基づき児童生徒の情報を共有し、適切に対応する。 

＜小学校＞ ・食の大切さを理解するよう指導する。 

・給食を好き嫌いなく食べることができるよう個々に応じて指導する。 

・適切な間食の摂り方について理解を深めることができるよう指導する。 

 ・一日３回、栄養バランスのとれた食事を摂ることの大切さを指導する。 

・食生活が心身の健康に大切であることを理解することができるよう指導する。 

＜中学校＞ ・望ましい食習慣について理解して、進んで実践できるよう指導する。 

・身体の発達に必要な栄養とバランスのとれた食事について理解を深めることができるよう

指導する。 

・食生活の自己管理及びメタボリック症候群の予防ができるよう指導する。 

・自分の身長や体重の変化について関心を持ち、適正体重についての正しい理解ができるよう指導する。 

・身体の健康とダイエットの関係について理解を深めることができるよう指導する。 

・金沢健康福祉財団のすこやか発育生活改善塾等を活用し、適正体重や急激なダイエットの危険性につ

いての理解を深めることができるよう指導する。 

・定期的に身体計測を行い、体重減少者の早期発見に努める。 

・一日３回、栄養バランスのとれた食事を摂ることの大切さを認識して、食事の準備を行う。 

・しっかり噛んで食べる習慣を付ける。 

・家族で一緒に食べる機会を増やすよう努める。 

・家族全員が、余裕をもって起床し、朝食にゆっくり時間をかけるようにする。 

・主食、主菜、副菜をそろえて摂ることができるよう工夫する。 

・食べ物の好き嫌いがなくなるよう、子供と一緒に工夫するよう努める。 

・ファストフードやインスタント食品だけに頼らないよう努める。 

・子供が食生活を自己管理できるよう促す。 

・メタボリック症候群の予防や摂食障害の早期発見・早期対応に努める。 

・手作りの料理の楽しさ、おいしさを味わう機会を増やすよう努める。 

・子供と一緒に買い物をしたり、食事の準備をしたりする機会を増やすよう努める。 

・地場産物や旬の食材を使った料理を作るよう努める。 

・栄養教諭や学校栄養職員等を活用し、食育を推進する。 

・学校給食だよりやホームページ等を通して、バランスのとれた食事の献立等について啓発する。 

・地場産物を活用した給食を提供し、郷土の食文化について啓発する。 

・学校給食への理解が深まるよう、給食試食会等の開催を支援する。 

・子供の身体の発育における適正体重の理解・生活習慣病予防について、金沢健康福祉財団の発育健康相

談事業の活用を推進する。 

・安全・安心な学校給食が実施できるよう、給食の衛生管理を徹底し、配膳設備の整備を強化する。 

・食物アレルギー対応指針に基づいた適切な対応の周知を図る。 
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◆歯・口の健康 

 

  
 
 
 
 
 
 

歯・口の健康管理ができるよう指導 
の工夫をしていますか。  

適切な歯みがき習慣が確立できる 
よう指導の工夫をしていますか。  

学校歯科医や歯科衛生士と連携し、 
歯・口に関する指導の工夫をしてい 
ますか。 

 

歯みがき習慣が定着するよう保護 
者に啓発していますか。  

目指す 

子供の姿 

 
・う歯や歯肉炎を予防する 

ために、正しい歯みがき 

習慣を身に付けることが

できる子供 

 

 

・口腔の衛生に関心を 

持ち、歯・口の健康を 

守ることができる子供 

 

 

行動計画・行動指針 

学 
校 

歯科保健教育の充実（発達段階に応じた学校全体での取組） 

歯・口の健康に関する啓発活動の推進 

家 

庭
（
地 

域
） 

歯・口の健康についての理解 

歯みがきの習慣の確立 

食事及び間食の内容や摂り方の見直し 

行 

政 

歯・口の健康に関する金沢市歯科医師会との連携強化 

歯・口の健康についての啓発活動の充実 

チェック 
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子供を取り巻く現状（2017年度健康調査より 2012年度と比較して） 

大人の意識・行動 子供の実態 

△子供が丁寧に歯みがきをしているか普段から「よ

く気にかけている」割合 39.6%→23.1% 

△子供がしっかり噛んで食事することを「よく気に

かけている」割合 13.9%→13.1% 

 

○夕食後から寝るまでに歯を「いつもみがく」割合 

77.0%→83.0% 

△朝起きてから歯を「いつもみがく」割合 

75.4%→74.1% 

 

具体的な取組例 

・歯科検診の結果を活用し、う歯や歯肉炎等の治療を勧める。 
・う歯や歯肉炎等の予防について保健指導の充実を図る。 
＜小学校＞ ・むし歯の成り立ちを理解し、食後の歯みがきの大切さがわかるよう指導する。 

・正しい歯みがきの方法等を身に付けることができるよう指導する。 
・噛むことの大切さについて理解を深めることができるよう指導する。 
・歯みがきが習慣化できるよう指導する。 
・歯肉炎の原因と予防方法について理解することができるよう指導する。 

＜中学校＞ ・むし歯や歯周病についての理解を深め、積極的に食後の歯みがきに取り組むよう指導する。 
・噛むことが心と体の健康づくりにつながることを理解し、よく噛むよう指導する。 

・学校歯科医との連携に努め、歯科医や歯科衛生士による講習会等の開催について、拡大・充実を図る。 
・歯と口の健康週間等を活用して、学校における取組を実施し、家庭での歯みがき習慣の確立を図る。 

・子供に歯・口、噛むことの大切さを理解させるよう努める。 
・う歯や歯肉炎、口腔の異常が疑われる場合は、医療機関に受診し、早期治療に努める。 
・定期的に歯科検診を受けさせ、子供の歯・口の状況を把握する。 

・子供に歯みがきが、むし歯と歯周病の予防につながることを理解させる。 
・家族全員が食後の歯みがきを進んで行うよう努める。 
・子供に正しい歯みがきの仕方を教える。 

・よく噛んで食べる食材を取り入れたり、調理方法の工夫をしたりすることで、噛むことを意識すること
ができるよう努める。 

・甘いお菓子や柔らかいお菓子を過剰に食べることのないように配慮する。 
・間食は、内容や量、時間などのルールを決めて食べるよう心がける。 

・金沢市歯科医師会と連携し、歯みがきや歯周病予防に関する講習会等の開催を推進する。 
・金沢市歯科医師会の「いい歯大好き!!学校審査会」等に参加する学校の増加を目指し、児童生徒の歯・
口の健康に関する興味・関心を高める研究や歯科指導に取り組む学校を表彰する。 

・学校歯科医や歯科衛生士との連携を促進する。 

・「金沢市歯と口の健康づくり推進条例」に基づき、子供の口腔衛生の向上を図る。 
・歯・口の健康に関する図書・ＤＶＤ等の整備、充実を図り、利用を促進する。 
・金沢健康福祉財団の貸出教材・教具の整備、充実を図り、活用を促進する。 
・金沢市歯科医師会と連携し「いい歯大好き!!学校審査会」等の表彰事業の推進、拡大を図る。 
・効果的な歯みがきの方法やフッ化物の応用等について啓発するための「歯・口の健康づくりのためのリ

ーフレット」を作成し、保護者への啓発を図る。 
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◆性に関する指導 

（生命尊重） 

 

 
 
 
 
 
 

発達段階に応じた性に関する指導 
の工夫をしていますか。  

自他ともに大切にしようとする心 
情や態度を育むよう指導の工夫を 
していますか。 

 

自己肯定感が育まれるよう指導の 
工夫をしていますか。  

学校で行う性に関する指導内容を 
保護者に啓発していますか。  

目指す 

子供の姿 

 

・性に関する正しい 

知識を持ち、 

自らの行動について 

判断ができる子供 

 

・生命の尊さや人権を 

大切にできる子供 

 

・自己肯定感を持つことが 

できる子供 

 

 

行動計画・行動指針 

学 
校 

性に関する指導の充実（発達段階に応じた学校全体での取組、 

心の健康と関連付けての取組） 

自分を大切にする教育の充実 

性に関する指導内容の周知 

家 

庭
（
地 

域
） 

子供の性に関しての十分な説明 

子供の心や体の変化への気付き 

行 

政 

性に関する正しい情報の提供 

性に関する相談体制の充実 

チェック 
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子供を取り巻く現状（2017年度健康調査より 2012年度と比較して） 

大人の意識・行動 子供の実態 

△子供が生命（いのち）を大切にするよう、話した

りするように「よく心がけている」割合 

47.3%→48.6% 

△性に関する指導に「非常に力を入れた」「かなり

力を入れた」割合 22.6%→18.9% 

 

△自分の体つきや成長に「とても関心がある」割合 

23.9%→25.5% 

△自分の体つきや成長のこと、異性のことで不安に

なったり悩んだりしたときに家族に「きっと相談す

ると思う」割合  27.2%→27.4% 

△誰の命であっても、大切だと「とてもそう思う」

割合 85.3%→81.5% 

具体的な取組例 
・学校全体で発達段階に応じた性に関する指導の年間指導計画を作成し、計画的に指導する。 
・性に関する課題に対しては、個々の状況に応じて集団または個別に指導する。 
＜小学校＞ ・男女の身体の違いについて理解を深めることができるよう指導する。 

・自分や相手を大切にしようとする心情や態度を育むことができるよう指導する。 
・性被害の防止について指導する。 
・心身の発達には男女差や個人差があることについて理解することができるよう指導する。 
・性に関する不安や悩みへの対処の仕方について理解することができるよう指導する。 
・性に関する情報への適切な対処について指導する。 

＜中学校＞ ・人間の性について科学的に理解することができるよう指導する。 
・エイズや性感染症の予防について理解を深めることができるよう指導する。 
・性情報への適切な対処、欲求やストレスへの対処の仕方について理解することができるよ

う指導する。 
・性被害の防止について、適切な行動選択ができるよう指導する。 

・生命尊重、人権を大切にする意識を高めるための教育を充実させる。 
・性に関する基礎知識を理解し、自他を大切にしようとする心情や態度を育てることができるよう指導す
る。 

・健全な自尊心を高めるための教育を充実させる。 
・性に関する指導の年間指導計画の中に、「自尊感情」「自立心」「自己肯定感」を位置付ける。 
・性に関する指導教材等、学校の指導内容を保護者に知らせる。 
・性に関する指導に関連する参観日の設定や保護者懇談会の充実を図る。 
・保護者対象の性に関する講習会を開催する。 

・普段から家庭内の会話を大切にし、自由に話し合うことができる雰囲気をつくる。 
・保護者が、性について正しい知識を持ち、的確に説明できるよう努める。 
・人や生き物の命の大切さについて、話題に取り上げて話し合う機会を積極的に設けるよう心がける。 

・思春期における子供とのふれあいを大切にする。 
・二次性徴の現れを子供とともに理解する。 
・子供の言葉遣い、服装、交友関係の変化・様子等を把握するよう努める。 
・会話の時間を多くとるよう心がける。 
・パソコン・携帯電話・スマートフォン等の使用ルールを親子で話し合い、ネットトラブルや犯罪被害の
防止に努める。 

・子供と決めたルールが守られているのか、利用している無料通信アプリ等について確認をする。 
・教員を対象とした多様な性に関する研修の充実に努める。 
・子供を取り巻く性に関する情報を提供するとともに、インターネットやメール等の出会い系サイトへの 

アクセス制限を家庭に促す等、性犯罪の未然防止を強化する。 
・インターネットや無料通信アプリの問題等について啓発を図る。 
・エイズ等の性感染症に関する啓発活動を推進する。 
・性に関する教育に関連する図書・ＤＶＤ等の整備、充実を図り、利用を促進する。 
・金沢健康福祉財団の貸出教材・教具の整備、充実を図り、活用を促進する。 
・専門家派遣事業の利用促進を図る。 

・性に関する多様な悩み、人間関係の悩みを持つ子供に対する支援活動の充実に努める。 

・金沢市教育プラザ等における相談事業の利用促進を図る。 

・金沢健康福祉財団における健康相談（カウンセリング）事業の利用促進を図る。 
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◆喫煙・飲酒・薬物乱用防止 

 

 
 
 
 
 

発達段階に応じた喫煙・飲酒・薬物 
乱用防止のための指導の工夫をし 
ていますか。 

 

学校医や学校薬剤師と連携し、喫 
煙・飲酒・薬物乱用防止のための指 
導の工夫をしていますか。 

 

薬の正しい使い方ができるよう指 
導の工夫をしていますか。  

家庭における喫煙・飲酒・薬物乱用 
防止について保護者に啓発してい 
ますか。 

 

目指す 

子供の姿 

 

・喫煙・飲酒・薬物乱用 

の誘惑に負けない子供 

 

・喫煙・飲酒・薬物乱用 

の害について正しく 

理解できる子供 

 

・薬の正しい使い方に 

ついて理解できる子供 

 

 

行動計画・行動指針 

学 

校 

学校における喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育の充実 

（発達段階に応じた学校全体での取組） 

 

薬の正しい使い方についての理解 

学校の無煙化（平成１６年１月より実施） 

家 

庭
（
地 

域
） 

大人自身の喫煙・飲酒・薬物乱用の害についての理解 

家庭でのたばこやお酒の適切な管理 

家庭での喫煙・飲酒、医薬品への配慮 

行 

政 

喫煙・飲酒・薬物乱用防止に関する金沢市医師会及び 

金沢市薬剤師会との連携強化 

喫煙・飲酒・薬物乱用防止についての啓発の強化 

公共施設の無煙化・受動喫煙防止対策の強化 

チェック 
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子供をとりまく現状（2017年度健康調査より 2012年度と比較して） 

大人の意識・行動 子供の実態 

△子供が２０歳までにたばこを吸わないよう、「特に

何も配慮をしていない」割合 21.1%→23.7% 

△学校の健康教育に関する行事（講演会、懇談会な

ど）に「よく参加する」「どちらかといえば参加す

る」割合 37.8%→38.1% 

 

○２０歳以上になったら、たばこを「吸わないと

思う」割合 77.7%→81.0% 

○薬物乱用防止に関する内容では、①有害性②依

存性③社会的問題④法的規制についての正答率

85%以上 

具体的な取組例 

・学校医・学校薬剤師等専門家と連携し、喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育を推進する。 

・「保護者とともに取り組む受動喫煙防止講座」を計画し実施する。 

＜小学校＞ ・喫煙・飲酒の害について理解することができるよう指導する。 

 ・喫煙・飲酒・薬物乱用の害について理解を深めることができるよう指導する。 

・病気を治す力、薬の使い方に決まりがあることを理解することができるよう指導する。 

＜中学校＞ ・喫煙・飲酒・薬物乱用の未成年への影響について理解し、誘われても断る方法や勇気を身に

付け、適切な行動が選択できるよう指導する。 

      ・自然治癒力、薬の働きと副作用、正しい使用方法について理解することができるよう指導す

る。 

・敷地内全面禁煙についての保護者・地域の協力体制の維持に努める。 

・喫煙・飲酒・薬物乱用の身体に対する影響等に関する情報を得るよう努める。 

・受動喫煙の害について理解する。 

・「保護者とともに取り組む受動喫煙防止講座」に積極的に参加するよう努める。 

・家の中の環境を整備し、たばこやお酒を適切に管理する。 

・子供がたばこやお酒、薬物等に触れることのないように、危険性を理解させる。 

・子供・妊婦・病人の前では喫煙しないように努める。 

・登下校時の通学路で路上喫煙をしないように努める。 

・「金沢市ぽい捨て等防止条例（略称）」の趣旨を理解し、実践するよう努める。 

・子供の前では節度ある適切な飲酒を心がける。 

・家庭にある医薬品の配置に注意し、適正に使用する。 

・保護者や教職員を対象とした受動喫煙防止に関する講習会等の開催を推進する。 

・学校における「保護者とともに取り組む受動喫煙防止講座」事業を推進する。 

・学校における薬物乱用防止教室の開催を支援する。 

・喫煙・飲酒・薬物乱用防止に関するポスターの募集等啓発事業の充実を図る。 

・喫煙・飲酒・薬物乱用防止に関する図書・ＤＶＤ等の整備、充実を図り、利用を促進する。 

・金沢健康福祉財団の貸出教材・教具の整備、充実を図り、活用を促進する。 

・登下校時の通学路で路上喫煙をしないよう啓発する。 

・「金沢市ぽい捨て等防止条例（略称）」を周知徹底する。 
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